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ご　挨　拶 「住みたくなるまち 日本一」を目指して
　～100 年間ひとが増え続けるまち　村から町へ　 町から市へ～

平成28年10月10日、宮城県内14番目の新市となった「富谷市」は、明治

時代に富谷村として誕生して以来、昭和38年の町制施行や昭和・平成の大合

併の際も一度も合併せずにまちづくりを行ってきました。

本市は、住宅地や商業施設などの都市機能と、大亀山森林公園をはじめと

する豊かな自然、そして、江戸時代に奥州街道の宿駅として栄えた歴史ある

街並みが現存する、バランスの取れた住みやすいまちです。

本市の人口は、大規模な宅地開発の進展による継続的な増加を続け、昭和35年から、令和2年の

までの60年もの間、増加を続けてきました。現在は、ユニセフが提唱する「子どもにやさしいまち」

や、ゼロカーボンシティに向けた取組などを進めており、市の将来像に掲げる「住みたくなるまち

日本一」を目指して、まちづくりを推進しています。

この「暮らしのガイドブック」には、市役所窓口での各種手続き、子育て、福祉、ごみ、防災など、

富谷市にお住いの皆様の日常生活に役立つ情報を掲載いたしました。ぜひお手元においていただき、

行政サービスのご利用をはじめ日々の暮らしにお役立てください。

富谷市長　若生　裕俊　　
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R2国勢調査
平均年齢 43.3 歳 ⇒ 県内最低
年齢構成比
15歳未満 16.4% ⇒ 県内最高
65 歳以上 21.6% ⇒ 県内最低

人口（総数）
52,315人

人口（男性）
25,692人

人口（女性）
26,623人

世帯数
20,129世帯

●国勢調査の人口と将来人口目標

富谷市の概要

富谷市

4 つの基本方針の推進で目指す将来像を実現していきます

６つの基本理念から 4 つのまちづくり基本方針を推進していきます

宮城県のほぼ中央に位置し、仙台市に隣接する地域特性を活かし、多くの住宅地
が開発・分譲され、現在も新たな住宅地の供給が進められています。令和2年国
勢調査によると、住民の平均年齢は43.3歳と宮城県内で最も低く、若くて活気
に溢れるまちです。

人口と世帯数（令和4年10月１日現在）

■子育てしやすいまち！ 
子ども医療費助成について、対象年齢を18歳年度末まで
としています。妊娠期から子育て期までの支援の拠点と
なる子育て支援センター（とみここ）を設置しています。

■教育環境に優れたまち！ 
教育環境が充実しており、公立以外も含めた幼稚園・
保育所・認定こども園が 23園、小学校 8校、中学校 5
校、高等学校 1校 ( 県立 ) が設置されています。

■災害に強いまち！ 
内陸部であり津波被害がなく大きな河川がないことから
大規模な災害が起きにくい土地であり、公共施設につい
て、公立幼稚園、小学校・中学校の耐震化率は100%です。

まちづくりの基本理念 富谷市総合計画（2016〜2025）

住みたくなるまち日本一
～100 年間ひとが増え続けるまち　村から町へ　町から市へ～

将
来
像

基
本
方
針

基
本
理
念

暮らしを自慢できるまち！基本方針 -１
元気と温かい心で支えるまち！基本方針 -３ 市民の思いを協働でつくるまち！基本方針 -４

教育と子育て環境を誇るまち！基本方針 -２

優れた住環境をはじめ、宿場町の
歴史と伝統や特産品、緑豊かな環
境、そして富谷らしい温かな心を
みんなで誇ります

誇る

伝統文化や豊かな自然はもとよ
り、高齢者や障がい者、自慢の子
どもたちを守るとともに、市民み
んなの権利を守ります

守る

豊富な人材や誇れる豊かな自然、
歴史や特産等独自の地域資源、そ
して市民の声をまちづくりに積極
的に活かします

活かす

富谷らしい温かい心で、市民も企
業も行政も、協働によってつなが
るとともに、健全な財政運営を次
世代へつなぎます

つなぐ

富谷の新たな魅力づくりや希望あ
ふれる将来に向けて、市民も企業
も行政も、垣根を越えて一丸と
なって動きます

動く

心身ともに健全な、たくましく生
きる子どもたちを育むとともに、
市民がともに助け合い、支えあう
福祉の精神を育みます

育む

「オールとみや」市民全員参加で創ろう６万人都市
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富谷市といえばブルーベリーと
結び付けられるほどの特産品
に成長しています。ブルーベリー
生産組合が販売するジュース
は2016伊勢志摩サミットにて
各国首脳にふるまわれました。

富谷特産ブルーベリーが旬の７月上～中旬に、市内のスイーツ店等が市産ブルー
ベリーを使ったオリジナルスイーツを販売します。市内販売店を巡り、スイーツが
楽しめます。また、この時期は、ブルーベリーつみとり農園が開園します。

ブルーベリーさわやか

寛文元年（1661年）に創業さ
れ、350有余年の歴史と伝統
を誇る県内最古の酒蔵（内ヶ
崎酒造店）に生まれた清酒
「鳳陽」。昔ながらの手造りの
芳醇な地酒です。

地酒宮城県最古の
造り蔵

文化創造の森

新たな特産品として、市民参加
型の「とみやはちみつプロジェ
クト」により、市役所屋上で養
蜂を行っています。環境指標生
物みつばちが元気に生育する
地域は、人間にとっても住みや
すい環境であるといえます。

とみや
はちみつ

とっても甘い

広大な公園内には、人工芝で
のソリ遊びが楽しめるちびっ
子ゲレンデ、自然を満喫する
ことができるフィールドアス
レチックなどが整備されてい
ます。

四季折々の風景が楽しめる
庭園散策と文化活動や世代
間交流の場として、親しまれ
ています。日本家屋の研修棟
も利用することができます。

大黒澤苑

大亀山
森林公園

自然が
いっぱい

鹿島天足別神社境内にあっ
て、樫の木としては、当地方で
も一番の古木です。推定樹齢
は500 ～ 600年です。

鹿島天足別
神社の
アカガシ

県指定
天然記念物

特産品

イベント

自然

ブルーベリー
スイーツフェア・

つみとり農園

マーチング
フェスティバル

11月

2020 年からは、「秋のとみやスイーツフェア」も開催しています。ブルー
ベリーやはちみつ、シャインマスカット、イチジクなどのおいしい材料
で彩られたとみやスイーツは、皆さんの目も舌も楽しませてくれます。

奥州街道の宿場町として栄えた「富谷宿」を会場として、古き良き富谷と
新たな市街地との融合による魅力づくりと市民の皆さんが交流を深める
まつりを開催しています。

市内小学校金管バンドやとみやマーチングエコーズ等が息の合った迫力
ある演奏・演技を披露する、マーチングのフェスティバルです。

富谷宿
街道まつり

10月

秋の
とみや
スイーツフェア

富谷は、ここでは紹介しきれない魅力に溢れています。
イベントや地域行事への参加、市内散策などを通して、
富谷を誇れる魅力がきっと発見できます。

4

富谷市のイベント・特産品・自然

「スイーツのまちとみや」
を発信！

※場所は次ページでご確認ください。

7月

10月
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富谷JCT

大清水 仙台北部道路

熊谷

原

三ノ関

富谷IC

泉IC

大和IC

富谷市

西成田コミュニティセンター５

ブルーベリーつみとり農園10

とみや子育て支援センター“とみここ”９

富谷宿

富ヶ岡公園

代官松
２
３
しんまち公園

総合運動公園
１

富谷市役所

成田せせらぎ緑道
７

日吉神社 ６

東向陽台桜並木８

４

文化創造の森
大黒澤苑

大亀山森林公園
鹿島天足別神社のアカガシ

５ 6

町制施行30周年を記念
して整備された公園で、
平成6年度「手づくり郷
土賞」の「人々が集い憩
う水辺づくり部門」で建
設大臣から表彰を受けま
した。池を囲うように遊
歩道があり、水と緑にあ
ふれ、広々とした開放感
が心を和ませてくれます。

❸しんまち公園

スポーツセンター、武道
館、グラウンド、テニス
コート等の運動施設を設
け、各種スポーツ大会
のほか、マーチングフェ
スティバル等各種イベン
トを開催し、心身の健全
な発達、福祉の増進、
スポーツの普及振興を
図っています。

❶総合運動公園

旧富谷町役場庁舎を改修し、平成30年
７月オープンの創業支援や市民交流の
拠点。富谷市民俗ギャラリーや富谷市
シルバー人材センターも入る複合施設。

妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援の拠点とし
て、平成２９年４月にオープンしました。母子健康手帳の
交付、乳幼児健康診査、予防接種（BCG）などを行ってい
ます。また、月２回（月曜日）、０歳～未就園児のお子さんと
保護者の方を対象に遊びのスペースを設け和室を開放
しています。親子で遊んだり、保護者の皆さん同士が交流
することができます。

❾とみや子育て支援センター“とみここ”

さわやかなブルーベリーは農薬を使用しないで栽培さ
れ、ビタミンＡ、ビタミンＣ、鉄分などが豊富な自然食品で
す。有料で持ち帰りもできます（７月上旬～　明石地区：
髙橋農園）。

10ブルーベリーつみとり農園

しんまち通り南側の丘
陵地帯に広がる公園
で、明治24年に開設し
ました。丘の上からは七
ツ森や泉ヶ岳、船形山、
栗駒山などの雄大な景
色が見渡せます。

❹富ヶ岡公園

藩政時代、黒川一円を管
轄する代官所がこの場
所にあり、玄関先に植え
てあったことからこの名
で親しまれています。郷
土の象徴として市木も、
この代官松にちなんで、
「まつ」としています。

❷代官松

元小学校の懐かしく温
かみのある雰囲気を残
しつつも利用者が快適
に活動できる学びの施
設として平成23年に
全面リニューアル。市
内外の皆さんの交流や
自然体験活動の場とし
て多くの方に親しまれ
ています。

❺西成田コミュニティ
　センター

多くの木々が植えら
れ、その中を小川が流
れる水と緑をテーマ
にした都市公園です。
明るい陽射しにきら
めく遊歩道や広場は、
四季を通して散策が
楽しめます。

❼成田せせらぎ緑道

市名の由来である「十
の宮（とうのみや）」の
うち唯一現存している
のがこの日吉神社で
す。山王鳥居と呼ばれ
る独特の形をした赤
い鳥居が、時の流れを
今に伝えています。

❻日吉神社

梅林

旧鍛冶屋

スーパー

病院

八雲神社

富谷市総合運動公園

富谷郵便局

しんまち公園

しんまち公園駐車場

しんまちめぐり
専用駐車場（無料）

北雲台

富谷
小学校

代官松
富谷中央公民館JA

内ヶ崎酒造店
（本陣跡）

富谷市役所

御
所
橋

学
校
前
橋

富谷橋

西川

奥州街道

奥
州
街
道

国道４号
至・宮床

至・吉岡

バス停

バス停

バス停

天
満
宮

毘
沙
門
天

稲
荷
神
社

出
あ
い
の
道

至
・
仙
台

富ケ岡公園

富谷宿
マップ
富谷市 江戸時代、仙台藩の南北を結ぶ奥州街道の宿駅として

栄え、2020年に開宿400年をむかえた「富谷宿」。
奥道中歌に「国分の町よりここへ七北田よ富谷茶飲んで味は吉岡」と詠まれたように、富谷宿は、旅
人の宿場として隆盛を極めた歴史があります。天保13（1842）年の記録によると、宿屋、呉服屋、酒
場、醤油屋など25業種、75軒もの店が街道沿いに軒を連ねていたと伝えられています。2020年に
は開宿400年をむかえた富谷宿。今日もしんまち地区を散策すると、当時の面影が感じられます。

中宿の景観 恋路の坂

本陣跡から、熊野神社へと続く中宿付
近の街道沿いには、宿場町らしい情緒
ある景観が今も色濃く残っています。

アララギ派の歌人・原阿佐緒とアイ
ンシュタインの弟子・石原純博士の
恋にちなんで名付けられた富ヶ岡公
園に至る坂道。

脇本陣をつと
めた名望家の
氣仙屋。1876
年と1881年の
東北北海道行
幸で明治天皇
が御小休なさ
れたこともあ
り、その部屋
は現在も保存
されています。

脇本陣跡

冨谷宿

明治末期に建てられた土蔵を改修し、
しんまちの資料館・地場産品販売所
として営業。2021年には、国の登録有
形文化財に登録されました。（黒川地
区初）

宿場町「富谷宿」が開設された際に、そ
れまでは現在地よりも東にあった熊
野神社を、宿場の入り口にあたる場所
へ移設したと伝えられています。

住宅地のそばにあり、
身近な散策路として
親しまれる並木道で
す。春には満開の桜を
楽しめるので、付近の
住民の方はもちろん、
市内 外から多くの
方々が集い賑わう桜
の名所です。

❽東向陽台桜並木

なか じゅく こい  じ わき ほん じんさか

とみ    や   じゅく

熊野神社
くま    の 富谷宿観光交流ステーション（とみやど）

本市の偉人 内ケ崎作三郎
氏の生家や土蔵等を改修
し、新たな観光交流の拠
点、起業創業の実践・チャ
レンジの拠点として、2021
年5月にオープンしました。
新しい施設ながら風情を
感じられる“とみやど”で
は、地元食材を生かしたグ
ルメが楽しめるほか、毎週
末趣向を凝らしたイベント
を開催しており、賑わいを
感じることができます。

富谷市まちづくり産業交流プラザ
「TOMI＋（とみぷら）」

とみ     や      し さん ぎょう こう りゅう

49.18ｋ㎡の市域には、富谷発展の礎である
宿場、大型商業施設が立地する便利で快適
な住宅地、四季折々の心を癒す美しい自然、
そしてたくさんの笑顔が広がっています。

TOMIYA
CITY
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大清水 仙台北部道路

熊谷

原

三ノ関

富谷IC

泉IC

大和IC

富谷市

西成田コミュニティセンター５

ブルーベリーつみとり農園10

とみや子育て支援センター“とみここ”９

富谷宿

富ヶ岡公園

代官松
２
３
しんまち公園

総合運動公園
１

富谷市役所

成田せせらぎ緑道
７

日吉神社 ６

東向陽台桜並木８

４

文化創造の森
大黒澤苑

大亀山森林公園
鹿島天足別神社のアカガシ

５ 6

町制施行30周年を記念
して整備された公園で、
平成6年度「手づくり郷
土賞」の「人々が集い憩
う水辺づくり部門」で建
設大臣から表彰を受けま
した。池を囲うように遊
歩道があり、水と緑にあ
ふれ、広々とした開放感
が心を和ませてくれます。

❸しんまち公園

スポーツセンター、武道
館、グラウンド、テニス
コート等の運動施設を設
け、各種スポーツ大会
のほか、マーチングフェ
スティバル等各種イベン
トを開催し、心身の健全
な発達、福祉の増進、
スポーツの普及振興を
図っています。

❶総合運動公園

旧富谷町役場庁舎を改修し、平成30年
７月オープンの創業支援や市民交流の
拠点。富谷市民俗ギャラリーや富谷市
シルバー人材センターも入る複合施設。

妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援の拠点とし
て、平成２９年４月にオープンしました。母子健康手帳の
交付、乳幼児健康診査、予防接種（BCG）などを行ってい
ます。また、月２回（月曜日）、０歳～未就園児のお子さんと
保護者の方を対象に遊びのスペースを設け和室を開放
しています。親子で遊んだり、保護者の皆さん同士が交流
することができます。

❾とみや子育て支援センター“とみここ”

さわやかなブルーベリーは農薬を使用しないで栽培さ
れ、ビタミンＡ、ビタミンＣ、鉄分などが豊富な自然食品で
す。有料で持ち帰りもできます（７月上旬～　明石地区：
髙橋農園）。

10ブルーベリーつみとり農園

しんまち通り南側の丘
陵地帯に広がる公園
で、明治24年に開設し
ました。丘の上からは七
ツ森や泉ヶ岳、船形山、
栗駒山などの雄大な景
色が見渡せます。

❹富ヶ岡公園

藩政時代、黒川一円を管
轄する代官所がこの場
所にあり、玄関先に植え
てあったことからこの名
で親しまれています。郷
土の象徴として市木も、
この代官松にちなんで、
「まつ」としています。

❷代官松

元小学校の懐かしく温
かみのある雰囲気を残
しつつも利用者が快適
に活動できる学びの施
設として平成23年に
全面リニューアル。市
内外の皆さんの交流や
自然体験活動の場とし
て多くの方に親しまれ
ています。

❺西成田コミュニティ
　センター

多くの木々が植えら
れ、その中を小川が流
れる水と緑をテーマ
にした都市公園です。
明るい陽射しにきら
めく遊歩道や広場は、
四季を通して散策が
楽しめます。

❼成田せせらぎ緑道

市名の由来である「十
の宮（とうのみや）」の
うち唯一現存している
のがこの日吉神社で
す。山王鳥居と呼ばれ
る独特の形をした赤
い鳥居が、時の流れを
今に伝えています。

❻日吉神社

梅林

旧鍛冶屋

スーパー

病院

八雲神社

富谷市総合運動公園

富谷郵便局

しんまち公園

しんまち公園駐車場

しんまちめぐり
専用駐車場（無料）

北雲台

富谷
小学校

代官松
富谷中央公民館JA

内ヶ崎酒造店
（本陣跡）

富谷市役所

御
所
橋

学
校
前
橋
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西川

奥州街道

奥
州
街
道

国道４号
至・宮床
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バス停

バス停
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宮

毘
沙
門
天

稲
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神
社
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あ
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の
道

至
・
仙
台

富ケ岡公園

富谷宿
マップ
富谷市 江戸時代、仙台藩の南北を結ぶ奥州街道の宿駅として

栄え、2020年に開宿400年をむかえた「富谷宿」。
奥道中歌に「国分の町よりここへ七北田よ富谷茶飲んで味は吉岡」と詠まれたように、富谷宿は、旅
人の宿場として隆盛を極めた歴史があります。天保13（1842）年の記録によると、宿屋、呉服屋、酒
場、醤油屋など25業種、75軒もの店が街道沿いに軒を連ねていたと伝えられています。2020年に
は開宿400年をむかえた富谷宿。今日もしんまち地区を散策すると、当時の面影が感じられます。

中宿の景観 恋路の坂

本陣跡から、熊野神社へと続く中宿付
近の街道沿いには、宿場町らしい情緒
ある景観が今も色濃く残っています。

アララギ派の歌人・原阿佐緒とアイ
ンシュタインの弟子・石原純博士の
恋にちなんで名付けられた富ヶ岡公
園に至る坂道。

脇本陣をつと
めた名望家の
氣仙屋。1876
年と1881年の
東北北海道行
幸で明治天皇
が御小休なさ
れたこともあ
り、その部屋
は現在も保存
されています。

脇本陣跡

冨谷宿

明治末期に建てられた土蔵を改修し、
しんまちの資料館・地場産品販売所
として営業。2021年には、国の登録有
形文化財に登録されました。（黒川地
区初）

宿場町「富谷宿」が開設された際に、そ
れまでは現在地よりも東にあった熊
野神社を、宿場の入り口にあたる場所
へ移設したと伝えられています。

住宅地のそばにあり、
身近な散策路として
親しまれる並木道で
す。春には満開の桜を
楽しめるので、付近の
住民の方はもちろん、
市内 外から多くの
方々が集い賑わう桜
の名所です。

❽東向陽台桜並木

なか じゅく こい  じ わき ほん じんさか

とみ    や   じゅく

熊野神社
くま    の 富谷宿観光交流ステーション（とみやど）

本市の偉人 内ケ崎作三郎
氏の生家や土蔵等を改修
し、新たな観光交流の拠
点、起業創業の実践・チャ
レンジの拠点として、2021
年5月にオープンしました。
新しい施設ながら風情を
感じられる“とみやど”で
は、地元食材を生かしたグ
ルメが楽しめるほか、毎週
末趣向を凝らしたイベント
を開催しており、賑わいを
感じることができます。

富谷市まちづくり産業交流プラザ
「TOMI＋（とみぷら）」

とみ     や      し さん ぎょう こう りゅう

49.18ｋ㎡の市域には、富谷発展の礎である
宿場、大型商業施設が立地する便利で快適
な住宅地、四季折々の心を癒す美しい自然、
そしてたくさんの笑顔が広がっています。

TOMIYA
CITY
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施設区分 機関名称 所在地 電話番号
役所 富谷市役所 富谷坂松田 30番地 ☎ 358-3111

出張所・
公民館

富ケ丘出張所・富ケ丘公民館 富ケ丘三丁目 1番 28号 ☎ 358-6310・358-2538
東向陽台出張所・東向陽台公民館 明石台一丁目 1番地 ☎ 372-6271・373-8271
あけの平出張所・あけの平公民館 あけの平二丁目 22番地 14 ☎ 358-9280・358-9277
日吉台出張所・日吉台公民館 日吉台二丁目 22番地 15 ☎ 358-0024・358-8293
成田出張所・成田公民館 成田一丁目 1番地 1 ☎ 348-3023・348-3955
富谷中央公民館 富谷西沢 13番地 ☎ 358-2036

保健福祉
施設

福祉健康センター 富谷西沢 13番地 ☎ 358-7466
保健福祉総合支援センター（地域包括支援センター） 富谷桜田 1番地 1 ☎ 348-1138
富ケ丘・日吉台圏域地域包括支援センター
（地域包括支援センターいちい） 富ケ丘二丁目 10番 15号 ☎ 343-5920

東向陽台・成田圏域地域包括支援センター
（地域包括支援センターさくら） 成田一丁目 5番地 7 ☎ 205-2571

富谷中央・あけの平圏域地域包括支援センター
（地域包括支援センターわかば） 富谷桜田 1番地 11 ☎ 779-0633

地域活動支援センター 富谷桜田 1番地 7 ☎ 779-0241
とみや子育て支援センター “とみここ ” 明石台七丁目 2番地 1 ☎ 343-5528

保育所等

富谷保育所 富谷狸屋敷 30番地 ☎ 358-1699
富ケ丘保育所 富ケ丘三丁目 1番 38号 ☎ 358-3288
東向陽台保育所 東向陽台三丁目 17番 3号 ☎ 373-9733
成田保育所 成田三丁目 15番地 7 ☎ 348-3216
上桜木果樹園の森こども園（認定こども園） 上桜木二丁目 1番地 9 ☎ 348-7360
明石台若樹の森こども園（認定こども園） 明石台四丁目 3番地 3 ☎ 374-5627
とみや杜の橋こども園（認定こども園） 杜乃橋二丁目 11番地 6 ☎ 348-5101
アルシュ富谷こども園（認定こども園） 明石台七丁目 2番地 2 ☎ 341-0740
富谷ひよこ園（認定こども園） 成田四丁目 18番地 5 ☎ 347-3394
富ケ丘菜の花保育園（認可保育所） 富ケ丘三丁目 1番 28号 ☎ 341-0059
ぷらむ保育園富谷（認可保育所） 三ノ関坂ノ下 127番 2 ☎ 341-8152
明石台くまちゃん保育園（認可保育所） 明石台五丁目 1番地 17 ☎ 725-6958
富谷ひよこの里（小規模保育室） 成田一丁目 6番地 1 ☎ 341-3046

大清水ぞうさん保育園（小規模保育室） 大清水二丁目22番地1　エスコート
大清水ショッピングセンター内 ☎ 341-5708

ひよこのおうち（小規模保育室） 成田一丁目 6番地 1 ☎ 347-3133
キッズフィールド大清水園（小規模保育室） 大清水二丁目 13番地 2 ☎ 341-8908
ぷらむ保育園大清水（小規模保育室） 大清水一丁目 9番地 8 ☎ 358-7666

幼稚園 富谷幼稚園 富谷狸屋敷 13番地 ☎ 358-2164

小学校

富谷小学校 富谷狸屋敷 85番地 ☎ 358-2089
富ケ丘小学校 富ケ丘一丁目 17番 37号 ☎ 358-3814
東向陽台小学校 明石台一丁目 37番地 13 ☎ 358-4577
あけの平小学校 あけの平二丁目 18番地 1 ☎ 358-7444
日吉台小学校 日吉台一丁目 13番地 1 ☎ 358-1486
成田東小学校 成田六丁目 36番地 1 ☎ 351-7631
成田小学校 成田三丁目 1番地 1 ☎ 351-7567
明石台小学校 明石台五丁目 15番地 1 ☎ 772-5307

中学校

富谷中学校 穀田土間沢一番 9番地 ☎ 358-2042
富谷中学校西成田教室 西成田郷田一番 94番地 ☎ 347-3601
富谷第二中学校 あけの平三丁目 86番地 ☎ 358-3291
東向陽台中学校 明石台一丁目 14番地 ☎ 373-8777
日吉台中学校 日吉台三丁目 19番地 2 ☎ 358-1629
成田中学校 成田三丁目 34番地 1 ☎ 348-3353

スポーツ施設 総合運動公園 一ノ関臑合山 6番地 8 ☎ 358-5400
文化施設 文化創造の森･大黒澤苑 明石二反目 42番地 ☎ 348-8105
観光施設 富谷宿観光交流ステーション「とみやど」 富谷新町 111番地 1 ☎ 347-3344

その他施設

富谷市まちづくり産業交流プラザ（ＴＯＭＩ＋：とみぷら） 富谷新町 95番地 ☎ 341-2622
学校給食センター 富谷坂松田 20番地 1 ☎ 358-0008
西成田コミュニティセンター 西成田郷田一番 94番地 ☎ 358-2551
大亀山森林公園 大亀和合田二番 13番地 1 ☎ 348-5885
清掃センター 石積堀田 11番地 1 ☎ 358-4321
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■届出期間
　新しい住所にお住まいになってから 14日以内に届出して
ください。お住まいになる前に届出することはできません。
■届出の場所
　市役所（市民課）、各出張所
■届出に必要なもの
• 転入届
　氏名、生年月日、新住所等の必要事項を転出証明書のとお
りにご記入ください。届出用紙は市役所（市民課）や各出張
所に備え付けてあります。事前に届出用紙が必要な方は、市
ホームページよりダウンロードすることもできます。
• 本人確認書類
　運転免許証、パスポート、マイナンバーカード（写真入り
のもの）等
• 転出証明書
　前住所地の市区町村から交付を受けてください。
※海外からの転入の場合
　①�パスポート②戸籍謄本③戸籍の附票④入国日が分かる�

ものの４つが必要です。
　②③については本籍地で交付を受けてください。
■関連して手続きが必要となるもの
• マイナンバーカード
　マイナンバーカードの継続手続きは市役所（市民課）のみ
の取扱いとなります。
• その他
　義務教育中のお子様がいる場合は前の学校の在学証明書を
お持ちください（引き続き前の学校に通学する場合は区域外
就学の届出が必要です。）。
　各種医療給付や児童手当等の対象となる方は、手続きが必
要となります。詳しくは、子育て支援課（☎�358-0516）へ
お問い合わせください。

転出届（市外へのお引越し）について
■届出期間
　転出予定日の 14日前から届出できます。
■届出の場所
　市役所（市民課）、各出張所
■届出に必要なもの
• 転出届
　氏名、生年月日、新住所等の必要事項をご記入ください。
届出用紙は市役所（市民課）や各出張所に備え付けてありま
す。事前に届出用紙が必要な方は、市ホームページよりダウ
ンロードすることもできます。また、郵送で届出をすること
もできます。
• 本人確認書類
　運転免許証、パスポート、マイナンバーカード（写真入り
のもの）等
■関連して手続きが必要となるもの
• 国民健康保険証　（健康推進課 ☎ 358-0512）
　加入していた方が転出する場合や世帯主が転出する場合は
返却してください。
• 後期高齢者医療被保険者証　（健康推進課 ☎ 358-0512）
　加入していた方が転出する場合は返却してください。
• 各種医療費助成受給者証
　（子育て支援課 ☎ 358-0516、地域福祉課 ☎ 358-3294）
　受給していた方が転出する場合は返却してください。
• 印鑑登録証
　印鑑登録を行っていた方が転出する場合は返却してくださ
い。
• マイナンバーカード
　新住所地にて、住所の記載を追記してもらってください。
また、マイナンバーカードの継続利用手続きが必要です。

転居届（市内でのお引越し）について
■届出期間
　新しい住所地にお住まいになってから 14日以内に届出し
てください。お住まいになる前に届出することはできません。
■届出の場所
　市役所（市民課）、各出張所
■届出に必要なもの
• 転居届
　氏名、生年月日、新住所等の必要事項をご記入ください。
届出用紙は市役所（市民課）や各出張所に備え付けてありま
す。事前に届出用紙が必要な方は、市ホームページよりダウ
ンロードすることもできます。
• 本人確認書類
　運転免許証、パスポート、マイナンバーカード（写真入り
のもの）等

転入届（市外からのお引越し）について
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■関連して手続きが必要となるもの
• 国民健康保険証（健康推進課 ☎ 358-0512）
　加入していた方が転居する場合や世帯主が転居する場合は
返却してください。
• 各種医療費助成受給者証
　（子育て支援課 ☎ 358-0516、地域福祉課 ☎ 358-3294）
　受給していた方が転居する場合は、住所変更の届出が必要
です。
• マイナンバーカード
　新しい住所の記載が必要です。
　マイナンバーカードの券面事項更新については、市役所（市
民課）のみの取扱いとなります。

　※外国人の方の転入届・転居届については、市民課のみ
での対応となります。なお、転出届については出張所
でも可能です。必要書類等についてはお問い合わせく
ださい。

印鑑登録について

　印鑑登録証明書は、個人の印鑑が、市の条例に基づいて登
録されたものであることを公に証明するものです。富谷市の
住民基本台帳に記録のある方が印鑑登録できます。
■届出の場所
　市役所（市民課）、各出張所
■届出に必要なもの
• 印鑑登録申請書
　氏名、生年月日、住所等の必要事項をご記入ください。
• 印鑑
　登録する印鑑をお持ちください。
• 官公署発行の写真入り身分証明書
　運転免許証、パスポート、マイナンバーカード（写真入り
のもの）等、または印鑑登録申請者の保証書（写真入りの身
分証明書を持ってない場合に市内で印鑑登録している方に本
人であることを保証してもらう書類）のいずれかをお持ちく
ださい。
■その他
　上記のいずれかによる方法で本人確認ができない場合と、
代理人の方からの申請の場合は、本人あてに確認するための
照会文書を郵送します。その後本人が記入した回答書を、届
出した窓口に提出していただきますので、登録するまでに日
数がかかります。また、15�歳未満の方および意思能力を有
しない者は印鑑登録をすることができません。
■登録できない印鑑
•�氏名、氏または名を表していないもの。
•�職業、資格などの氏名以外の事項を表しているもの。
•ゴム印やその他の変形しやすいもの。縁が欠けているもの。
•�印影の大きさ（一辺の長さ）が 8mm～ 25mm�以内に収
まらないもの。
•�印影を鮮明に表しにくいもの。
•�いわゆる三文判（大量生産された既製品）

■手続きの流れ
本人の場合 代理人の場合

本人であることを、下記の
いずれかの方法で確認でき
るものをお持ちの方

本人であること
が、確認できる
ものをお持ちで
ない方

委任の旨を証明
する書類（代理
人選任届）をお
持ちの方

・運転免許証
・�官公署発行の身分証明書で
本人の写真が貼付されてい
るもの（パスポートやマイ
ナンバーカードなど）

・�保証書（市内で印鑑登録
している方が登録印を押
して本人に相違ないこと
を保証した書面。指定の
用紙は、市民課や各出張
所にあります。）

▼
すぐに登録はできません。ご注意く
ださい。

▼
本人へ確認文書（照会書および委任
状）を郵送します。

▼
すぐに登録できます。

▼
照会書についている回答書に記入
し、期限内に窓口へ提出してくださ
い（代理人の方については、代理人
選任届も必要です。）。

印鑑登録証（カード）をお渡しいたします（受領する方の印鑑が
必要です）。

■印鑑登録証や登録印鑑の紛失、登録印鑑の変更による届出
　印鑑登録証（カード）を紛失した場合は、登録印鑑があっ
ても印鑑登録証明書の発行はできませんので、印鑑登録証亡
失届により登録を廃止していただき、もう一度印鑑登録を行
うようになります。また、登録印鑑を変更する場合や登録印
鑑を紛失してしまった場合には、印鑑登録廃止届により登録
を廃止していただき、新たに印鑑登録を行うことになります。
登録の際には、上記印鑑登録の手続きによる方法になります。
■印鑑登録証明書
　印鑑登録証（カード）をお持ちになり、申請書に登録して
いる方の住所・氏名・生年月日を間違いなく記入していただ
ければ、代理人でも印鑑登録証明書の交付が受けられます。
　本人が登録印鑑を持参されて身分証明書（運転免許証等）
を提示されても印鑑登録証（カード）がない場合は印鑑登録
証明書の交付は受けられませんので、十分にご注意ください。
　また、印鑑登録証明書の郵送による交付申請はできません。
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住民票・戸籍証明書

出生届について
■届出期間
　生まれた日を含めて 14日以内に届出してください。
■届出の場所
　届出人の本籍地、子が生まれた場所、住所地のいずれかの
市区町村に届出することができます。
■届出に必要なもの ・届出人等
　父または母が第一順位の届出人となります。父または母が
届出できない場合はご相談ください。その他に届書右側の出
生証明書に医師または助産師からの証明が必要です。通常届
出用紙は出産した病院で用意してあります。
• 母子健康手帳
　届出を受理したことを証明しますので、お持ちください。
※届出人の署名が必要です。（押印は任意）
■関連して手続きが必要となるもの
• 国民健康保険証等（健康推進課 ☎ 358-0512）
　母が国民健康保険に加入している場合は世帯主に対して出
産一時金が支給されますので、領収書・世帯主名義の預金通
帳をお持ちください。
• その他（子育て支援課 ☎ 358-0516）
　児童手当や子ども医療費受給資格登録については、P21（子
ども・子育て）をご覧ください。

死亡届について
■届出期間
　死亡の事実を知った日から 7日以内に届出してください。
■届出の場所
　死亡者の本籍地、亡くなった場所、届出人の住所地のいず
れかの市区町村に届出することができます。
■届出に必要なもの • 届出人等
　同居の親族が第一順位の届出人となり、同居の親族が届出
できない場合はその他の同居者、死亡場所の家主、地主、家
屋もしくは土地の管理人の順序で届出義務を負います。また
順序にかかわらず同居をしていない親族からも届出すること
ができます。届書右側の死亡診断書（死体検案書）に医師か
らの証明が必要です。
※届出人の署名が必要です。（押印は任意）
■関連して手続きが必要となるもの
• 国民健康保険証／後期高齢者医療被保険者証
　（健康推進課 ☎ 358-0512）
　亡くなった方が国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入
していた場合は返却してください。葬祭費が支給されますの
で、喪主の預金通帳・会葬礼状か葬儀の領収書の写し等をお
持ちください。社会保険や共済組合の方はご加入の団体に直
接お問い合わせください。
• 年金（健康推進課 ☎ 358-0512）
　公的年金を受給していた方がお亡くなりになった場合は、
受給していた年金によって手続き等が異なりますので詳しく
はお問い合わせください。

婚姻届について
■届出の場所
　本籍地、住所地のいずれかの市区町村に届出してください。
■届出に必要なもの • 届出人等
　届出人となるお二人の署名のほかに、届書右側の証人欄に
成年者 2名の署名が必要です。届出用紙は市民課や各出張所
で配付しています。
• 戸籍謄本（全部事項証明書）
　本籍地以外の市区町村に届出する場合に必要です。
※届出人（夫婦）それぞれの署名が必要です。（押印は任意）

離婚届について
■届出期間
　協議離婚の場合は、届出した日から効力が発生しますので
届出期間はありません。裁判・調停離婚の場合は、確定・成
立の日から 10日以内に届出が必要です。確定・成立の日か
ら離婚の効力は発生しますが、届出をしないと離婚事項が戸
籍に記載されません。
■届出の場所
　本籍地または住所地のいずれかの市区町村に届出してくだ
さい。
■届出に必要なもの • 届出人等
　協議離婚の場合は夫妻二人が届出人となり、それぞれの署
名が必要となります。調停離婚や裁判離婚の場合は、申立人
もしくは裁判の訴えを提起した方が届出人となり、その方の
署名が必要となります。また協議離婚の場合は、届書右側の
証人欄に成年者 2名の署名が必要となります。届出用紙は市
民課や各出張所で配付しています。
• 戸籍謄本（全部事項証明書）
　本籍地以外の市区町村に届出する場合に必要です�。
※届書への押印は任意です。
• その他
　調停離婚の場合は調停調書の謄本、審判または判決離婚の
場合はその謄本と確定証明書が必要です。

住
民
票
・
戸
籍
証
明
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住民票・戸籍証明書

転籍届について
■届出の場所
　本籍地、住所地、転籍地のいずれかの市区町村に届出して
ください。
■届出に必要なもの • 届出人等
　筆頭者および配偶者双方が届出人となります。夫婦の一方
が死亡等によりすでに除籍になっている場合は、その生存配
偶者のみ届出ができます。ただし双方が除籍になっている場
合は、他の在籍者からの転籍届出はできません。
• 戸籍謄本（全部事項証明書）
　同一の市区町村内の転籍のみ、戸籍の添付を省略できます。
※届出人双方の署名が必要です。

戸籍届出時の本人確認の実施について

　富谷市では創設的な戸籍届出のうち、「婚姻届・協議離婚届・
認知届・養子縁組届・養子離縁届」の届出人を対象に、本人
確認をしています。
　本人確認の方法としては、運転免許証・パスポート・マイ
ナンバーカード（写真入りのもの）・その他官公署発行の写
真入り身分証明書等を提示していただきます。
　届出人の本人確認ができない場合、来庁者が使者の場合、
勤務時間外および休日に届出があった場合には、届出人に対
して届出があった旨をお知らせする通知を郵送します。
　もし身に覚えのない通知が届きましたら、市民課までご連
絡ください。

住民票・印鑑登録証明書・戸籍の証明の請求について
　住民票や印鑑登録証明書、戸籍の証明などの証明書が必要
な場合は、市民課や各出張所で請求できます。
　ただし、戸籍の証明は本籍地でしか交付できませんので、
本籍が富谷市以外の場合はその市区町村に請求してください。
• 本人の代わりに代理人の方が窓口で請求する場合は、委任
の旨を証する書面｛代理人の住所・氏名、請求する証明書
の種類、委任者の住所・署名（署名以外の場合は押印）｝の
添付が必要です。
ただし、印鑑登録証明書の請求の場合は、委任の旨を証す
る書面ではなく印鑑登録証の提示が必要です。
• 第三者が、契約等により発生する権利行使や義務履行のた
め住民票等の証明書を請求する場合は、その内容が分かる
資料が必要となります。正当な理由と認められない場合は
交付できません。
• 郵送で請求する場合は、必要な証明書の種類を明記した請
求書と切手を貼付した返信用封筒および手数料（定額小為
替）と本人確認書類（運転免許証など）のコピーを同封し
て請求してください。
• 証明書取得の際に、本人確認を実施しています。手続きの
際は、本人確認書類をお持ちください。
・コンビニのマルチコピー機でも取得できます。P13「コン
ビニ交付サービスについて」参照

証明書の種類 手数料 備考
戸籍全部事項
証明書
（いわゆる戸籍謄本）

1通�450 円 戸籍に記載されている方全
員について証明

戸籍個人事項
証明書
（いわゆる戸籍抄本）

1通�450 円
戸籍に記載されている方の
うち、必要とする方だけに
ついて証明

除籍・改製原戸籍
の全部事項証明
（謄本）

1通�750 円
除籍または改製された戸籍
に記載されている方全員に
ついて証明

除籍・改製原戸籍
の個人事項証明
（抄本）

1通�750 円

除籍または改製された戸籍
に記載されている方のうち、
必要とする方だけについて
証明

身分証明書 1通�300 円
成年被後見人、非保佐人、
後見の登記、破産宣告の有
無についての証明

戸籍の附票 1通�300 円 その戸籍を編製した以降の
住所異動履歴の証明

住民票の写し 1通�300 円
必要に応じて、世帯主・続柄・
本籍・戸籍の筆頭者を省略
することが可能

印鑑登録証の交付
（印鑑の登録） 1件�300 円

印鑑登録証明書 1通�300 円

印鑑登録証（カード）が必
要です（提示がない場合、
登録者本人でも交付できま
せんのでご注意ください）。

市役所１階�総合窓口
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マイナンバーカードについて
　マイナンバーカードは、マイナンバーが記載された顔写真
付きのＩＣカードです。本人確認のための公的身分証明書と
して利用できるほか、コンビニ交付、e-Tax を利用した電子
申請など様々なサービスに利用できます。
■有効期限
　18歳以上の方：発行日より 10回目の誕生日まで
　18歳未満の方：発行日より 5回目の誕生日まで
■申請方法
　マイナンバーカード交付をご希望の方は、マイナンバー通
知カードに付随の交付申請書または市役所窓口にて交付され
た交付申請書に必要事項を記入の上、下記送付先へ郵送して
ください。
　郵送による申請のほか、申請時に本人が直接必要書類を
持って来庁いただく方法、パソコンやスマートフォンからも
申請できます。詳しくは市民課までお問い合せください。

〒 219-8732
日本郵便株式会社　川崎東郵便局　郵便私書箱第 2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書　受付センター　行

■受け取り方法
　カードが出来上がると市役所よりマイナンバーカード交付
通知書・電子証明書発行通知書をご住所あてに送付します。
交付通知書を受け取ったら、必ず申

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
請した本人が、市役所（市

民課）に来庁していただきます。お持ちいただくものは以下
のものです。
・マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書
・マイナンバー通知カード
・顔写真付きの公的身分証明書（運転免許証等。写真入りの
公的身分証明書がない場合は保険証や年金手帳、診察券な
ど住所、生年月日が記載されているもの 2点）

・住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
※病気などやむを得ない理由がある方のみ、代理による受け
取りができます。その他受け取りについてご不明点がある
方は、事前に市民課までお問い合せください。

コンビニ交付サービスについて
　マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスス
トア等のキオスク端末（マルチコピー機）で住民票等の証明
書が取得できます。
• 利用できる時間
　6 時 30分～ 23時
　（年末年始の 12 月 29 日～ 1月 3日及びメンテナンス時
を除く。）

• 利用できる方
・マイナンバーカードを持っている方
・マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書が搭載され
ている方
・富谷市に住民登録・本籍がある方
• 取得できる証明書
住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、戸
籍全部（個人）事項証明書、戸籍の附票、課税証明書、非課
税証明書（収入がなく、家族の扶養になっている方は不可）、
所得証明書
※「戸籍証明」は本籍地が富谷市の方または本籍地の自治体
で、コンビニ交付サービスを行っている場合のみご利用
いただけます。

　●手数料
　　1通　300円
　　※戸籍全部（個人）事項証明書は１通 450円

自動車臨時運行許可（仮ナンバー）について

　普通自動車等、車検を要する車両のうち、未登録または車
検切れになっているものを一時的に運行するための制度で
す。原則として 1目的 1許可となり、運行経路に富谷市が含
まれている場合に限ります。
■申請場所等
　申請は市民課、運行日の当日または前日のみとなります。
■申請に必要なもの
・申請書（窓口備付）　
・自動車損害賠償責任保険証明書（自賠責保険証）
・免許証等の写真付身分証明書（※個人の申請の場合）
　●手数料　１台　750円

住民票・戸籍証明書

住
民
票
・
戸
籍
証
明

【�通知カード�】

（表面） （裏面）

【�マイナンバーカード�】
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市民税・県民税について
　毎年 1月１日現在、市内に住民登録のある方に対して課税
されます。前年中の所得（収入から必要経費を差し引いたも
の）をもとに計算され、パートやアルバイト収入も課税の対
象となります。
■税額
　一律にかかる均等割と、所得に応じてかかる所得割で計算
されます。
・均等割額　年 6,200 円（市民税 3,500 円、県民税 2,700 円）
・所得割額　課税所得額×税率10%（市民税6%、県民税4%）－税額控除
　※課税所得額＝所得金額－所得控除額
■課税の対象

給与収入のみの場合
市民税・県民税

所得割 均等割
93 万円以下

非課税
非課税

93万円超～ 100万円以下
課税

100万円超～ 103万円以下 課税
※扶養親族がいない場合の計算となります。
■市民税・県民税の申告
　前年に所得のあった方は、所得金額を申告しなければなり
ません。申告期間は毎年 2月中旬から 3月 15日です（所得
税の確定申告をした方は不要）。
　なお、給与所得者で年末調整されている方や公的年金収入
が 400万円以下でその他の所得が 20万円以下の方は申告の
必要はありませんが、医療費や社会保険料、生命保険料など
の各種控除を加える場合は、所得税の確定申告または市民税・
県民税の申告が必要です。

固定資産税について
　毎年 1月 1日現在、市内に土地・家屋・償却資産を所有し
ている方に対して課税されます。1月 2日以降に売却や取り
壊しなどをしても、その年度分の税金は全額納めていただく
ことになります。
■固定資産の評価額
　評価額は、一定の基準により適正な時価を求める方法によ
り決定し、原則として３年ごと（償却資産は毎年度）に評価
を見直すことになっております。
■税額
　評価額をもとに決定した課税標準額に税率 1.4％を乗じて
計算されます。
　土地については、住宅用地の特例措置があり、家屋につい
ては新築、耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修等の減
額措置があります。また、東日本大震災で被災された方への
減額措置もございますので、詳しくはお問い合わせください。

軽自動車税について
　毎年 4月１日現在、軽自動車等を所有している方に対して
課税されます。４月２日以降に廃車などをしても、その年度
分の税金は全額納めていただくことになります。

■申告
　軽自動車等を取得したとき、廃車、譲渡、盗難などで所有
しなくなったとき、または転入・転出などの住所変更があっ
たときは、15日以内に次のところへ申告してください。

車　種 申告場所
原動機付自転車
(125cc 以下 )
小型特殊自動車

税務課、各出張所

軽四輪車
(660cc 以下 )

宮城県軽自動車協会
〒 983-0013
仙台市宮城野区中野 4-1-38
☎ 022-388-6033

軽二輪車
(125cc 超 250cc 以下 )
二輪の小型自動車
(250cc 超 )

東北運輸局宮城運輸支局
〒 983-0034
仙台市宮城野区扇町 3-3-15
☎ 050-5540-2011

■税額
　車種、排気量により計算されます。排ガス・燃費性能の基
準によるグリーン化特例（軽課）や登録年数による経年車重
課の制度もありますので、詳しくはお問い合わせください。
■ご当地ナンバーについて
　富谷市では、原動機付自転車用については、通常ナンバー
と当市のＰＲを目的としたご当地ナンバーを選択できます。
　また、すでに登録している車輌でも希望により交換できま
す。※標識番号は選択できません。
対象車種
　　５０ｃｃ以下　　（白色）
　　９０ｃｃ以下　　（黄色）
　　１２５ｃｃ以下　（桃色）

税の各種証明書などについて
　個人の秘密に関わりますので、代理人が申請する場合は、
本人からの委任状が必要です（市民税・県民税非課税証明書
は、同一世帯の方からの申請であれば、委任状は必要ありま
せん。）。窓口では、身分証明書（運転免許証、健康保険証など）
の提示をお願いします。

種　類 手数料
市民税・県民税所得証明書 �300 円
市民税・県民税課税証明書 �300 円
市民税・県民税非課税証明書 �300 円
納税証明書 �300 円
車検用納税証明書 �無料
固定資産税評価証明書 �300 円

種　類 手数料
固定資産税公課証明書 �300 円
住宅用家屋証明 1,300 円
名寄帳の写し �300 円
公図の写し �300 円
価格決定通知書 �無料

ご当地ナンバー
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税

税金の減免について
　生活保護を受けたり、災害にあった場合などに市民税・県
民税、固定資産税、国民健康保険税などが減免される場合が
あります。また、身体障がい者等の人が軽自動車を所有して
いる場合の軽自動車税も減免される場合があります。詳しく
は、お問い合わせください。

口座振替をご利用ください

　市税等の納付は便利な口座振替をおすすめします。口座振
替を利用すれば、納め忘れの心配がなくなります。
・取扱金融機関
七十七銀行※・新みやぎ農業協同組合・仙台銀行※・古川信用
組合※・仙台農業協同組合・荘内銀行※・全国のゆうちょ銀行
　※がついているものはWebで口座振替の申
込みが可能です。詳細は市ホームページをご覧
ください。
・ご利用できる市税、保険料
市・県民税（普通徴収）　固定資産税　軽自動車税（種別割）
国民健康保険税（普通徴収）　介護保険料（普通徴収）
後期高齢者医療保険料（普通徴収）

市税及び保険料の年金天引きについて

　市税（国民健康保険税、市民税・県民税）及び保険料（介護
保険料、後期高齢者医療保険料）については、年額 18万円以
上の年金を受給している方は、原則年金天引きになります。
　ただし、国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は、介護
保険料とそれぞれの合計額が年金受給額の 1/2 を超えない場
合など一定の要件を満たさない場合には年金天引きにはなり
ません。
　また、市民税・県民税は、年金所得から生じた税額だけが
年金天引きの対象となります。

種　類 対象年齢（4/1現在の満年齢） 対象年金
介護保険料 65歳以上

老齢（退職）、障害、
遺族年金

国民健康保険税 加入者全員が
65歳以上 75歳未満

後期高齢者
医療保険料

75歳以上
（特例対象者は 65歳以上）

市民税・県民税 �65 歳以上 老齢（退職）年金

市税・保険料の納付場所について
■金融機関本支店
七十七銀行・新みやぎ農業協同組合・仙台銀行・仙台農業協
同組合・古川信用組合・荘内銀行
■富谷市役所
富谷市役所会計課・富ケ丘出張所・東向陽台出張所・あけの
平出張所・日吉台出張所・成田出張所
■ゆうちょ銀行・郵便局
宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県に所在す
るゆうちょ銀行
※�介護保険料・後期高齢者医療保険料を納付する場合、上記
６県以外の店舗での納付の場合は、富谷市専用の払込取扱
票が必要となります。

■コンビニエンスストア
MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セ
イコーマート、セブン－イレブン、タイエー、デイリーヤマ
ザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハ
マナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、
ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリー
ストアー、ローソン、ローソンストア 100
■スマートフォン決済
Pay�Pay、LINE�Pay 請求書支払い、PayB、支払秘書
※�スマートフォン決済では領収書が発行されませんのでご了
承ください。

■次の場合はコンビニ、スマートフォン決済で納付できません
・介護保険料・後期高齢者医療保険料
・バーコードの印字がないもの
・バーコードがあっても読み取れないもの
・金額を訂正したもの
・１通あたりで金額が 30万円を超えるもの
※納期限が過ぎたものは、納付できない場合があります。
※令和５年４月から納付方法が拡充されます。
全国の地方税統一QRコード対応金融機関・郵便局・スマー
トフォン決済アプリ・クレジットカードで固定資産税・軽
自動車税（種別割）を納付することができる予定です。
納付方法等の詳細はおって富谷市ホームページにてお知ら
せいたします。その他の税目も拡充される場合があります。

税

　納期限は、各納付月の末日です（末日が土・日、祝日等の場合は、翌営業日が納期限となります）。
種　類 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

市民税・県民税（普通徴収） 1期 ２期 ３期 ４期
固定資産税 1期 ２期 ３期 ４期
軽自動車税（種別割） 全期
国民健康保険税（普通徴収） 1期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期 １０期
介護保険料（普通徴収） 1期 ２期 ３期 ４期 ５期
後期高齢者医療保険料（普通徴収） 1期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期
　市税等は、定められた納期限までに納めましょう。納期限を過ぎると延滞金や、督促状が発送された場合は督促手数料が加算されます。

市税などの納期限について
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水道について
【お問い合わせ先】　上下水道課（☎ 358-0529）
■使い始めるとき
　使い始める３業務日前までに「みやぎ電子申請サービス
ポータルトップ」より申請していただくか、上下水道課また
は各出張所窓口へご連絡ください。なお、開栓作業は平日の
み行っています。受付当日および休日の作業は行っていませ
ん（12月29日～1月３日は開・閉栓業務は行っていません。）。
　東向陽台地区については、仙台市の給水区域になりますの
で、仙台市水道局コールセンター（☎�748-1111）へお問い
合わせください。
■名義の変更について
　相続等の理由により使用者の名義を変更したい場合は、名
義変更届を提出してください。この場合料金の精算はされま
せんのでご注意ください。
　料金を精算する場合は、給水使用中止届（前使用者提出）
と給水使用開始届（新使用者提出）の 2枚を提出していただ
くことになります。
■中止するとき
　水道を止める 3業務日前までに「みやぎ電子申請サービス
ポータルトップ」より申請していただくか、上下水道課また
は各出張所へお越しください（電話での受け付けは行ってい
ません。）。なお、閉栓作業は平日のみ行っており、受付当日
および休日の作業は行っていません。
　東向陽台地区については、仙台市の給水区域になりますの
で、仙台市水道局コールセンターへお問い合わせください。

　上記の 3つの手続きに関する各様式は、市ホームページよ
りダウンロードが可能です。様式に記入し FAX（358-9925）
で申込を受け付けることも可能です。FAXを送信した場合、
受信したかどうか確認（電話等でのご連絡）をお願いします。　

上下水道料金のお支払いについて

【お問い合わせ先】　上下水道課（☎ 358-0529）
　上下水道料金の支払方法は納入通知書による方法と口座振
替による方法があります。
　納入通知書による方法とは、納入通知書の裏面に記載のあ
る指定金融機関や東北六県のゆうちょ銀行・郵便局、市役所
（会計課、上下水道課、各出張所）、コンビニエンスストアや
スマートフォンアプリで納入していただく方法です。
　口座振替による方法とは、指定金融機関にある口座から引
き落とすことによって納入していただく方法です。
　口座振替を希望される方は手続きが必要となりますので、
金融機関の窓口に銀行届出印をお持ちいただき手続きをお願
いいたします。
指定金融機関
　七十七銀行　　仙台銀行　　荘内銀行
　新みやぎ農業協同組合　　仙台農業協同組合
　古川信用組合　　ゆうちょ銀行

対応するスマートフォンアプリ
　PayPay請求書払い　LINEPay請求書払い　PayB　支払秘書
※�指定金融機関以外からの口座引落し・クレジットカード・
電子マネーでの納入は富谷市では現在取り扱っておりません。

市民バスについて
【お問い合わせ先】　企画政策課交通政策推進室（☎ 358-3248）
■運行日
・月曜日～金曜日
　土・日曜日、祝日、年末年始（12 月 29 日～ 1 月 3 日）
は全便運休となります。
■運賃

対象 料金
大人（中学生以上） 100円
小人（小学生） 50円
・未就学児
・70歳以上の方
・障がいをお持ちの方（介助者の方１名含む）
・遠距離通学者（教育委員会が認めた小学生）
・運転免許証を返納した 60歳以上の方

無料

※ 1�70 歳になられる方、障がいをお持ちの方は、毎年 3月下旬に無料
乗車証を交付しています。

※ 2�遠距離通学者等の方は、教育委員会より、無料乗車証を交付します。
※ 3�運転免許証を返納した 60歳以上の方は、お問い合わせください。
※ 4�料金は乗車 1回の金額です。また、目的地に行くために異なる路

線を乗り継ぐ方には、「市民バス乗継乗車券」を交付します。
販 売 料 金 取 扱 場 所

回数乗車券
（50 円× 11 枚綴り） 500 円

市民バス車内
市役所総合窓口
各出張所
富谷中央公民館

定期乗車券 大　人 小　人
市役所総合窓口
各出張所
富谷中央公民館

1 か月券 3,000 円 1,500 円
3 か月券 8,000 円 4,000 円
6 か月券 15,000 円 7,500 円

乗継乗車券 無　　料 市民バス車内
※�片道利用（下車地指定）の方は、定期乗車券の料金が半額と
なります。

■その他
・天候、交通事情などにより、停留所に遅れて到着したり、
場合によっては、運行を中止することがあります。
・バス乗車中は、乗務員の指示に従ってください。
・バスの時刻表は、市民バス車内、市役所総合窓口、各出張
所などに備え付けています。

デマンド（予約）型交通の運行について
【お問い合わせ先】　企画政策課交通政策推進室（☎ 358-3248）
　市では、市内の公共交通空白地域を対象としたデマンド（予
約）型交通の運行を実施しています。
　利用方法や運行時刻等については、広報や市ホームページ
等でお知らせします。詳しくはお問い合わせください。
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ペットについて
【お問い合わせ先】　生活環境課　（☎ 358-0515）
　犬の飼い主は、飼い犬を登録（生涯 1回）し、狂犬病予防
注射（毎年 1回）をしなければなりません。
■登録の手続き
　犬を飼い始めたら生活環境課や各出張所で、犬の登録申請
手続きを行ってください。また、引越しなどで住所が変更に
なった場合は「変更届」、犬が死んでしまったときは「死亡届」
などの手続きが必要になります。
■注射の手続き
　市では、年１回各地区を巡回し、狂犬病予防注射を実施し
ています。日程・場所等は、広報とみやでお知らせします。
　なお、狂犬病予防注射は動物病院等でも受けられます。こ
の場合、獣医師の発行する狂犬病予防注射済証を持参し、生
活環境課や各出張所で狂犬病予防注射済票の交付手続きを
行ってください。また、次の動物病院では、犬の登録申請、
狂犬病予防注射済票の交付手続きもできます。
・いとう動物病院　　（☎�022-358-8259）
・明石台動物病院　　（☎�022-351-2330）
・オカリナ動物病院　（☎�022-725-8998）
・くさか動物病院　　（☎�022-703-2117）
　各手続きには手数料がかかる場合がありますので、所定料
金を添え手続きしてください。
■飼えなくなった犬・猫の引き取り
　何らかの事情により飼えなくなった場合は、塩釜保健所黒川支
所で引き取りを行っています。詳しくはお問い合わせください。
• 塩釜保健所黒川支所（☎�022-358-1111）
■飼い主には、マナーやルールを守る責務があります
• 他人に迷惑をかけないように飼いましょう。
•犬を散歩させるときは、糞の回収を忘れずにしましょう。
•犬は係留（つないでおくこと）の義務が定められています。
必ずつないで散歩しましょう。

■ペットが死んだとき
　犬や猫などの小動物が死んだときは、市でも対応できます
のでご相談ください。集合火葬となりますので、お骨をお返
しすることはできません。お骨の引き取りを希望される方は、
民間業者にご相談ください。
　また、飼い犬が死んだ場合は、死亡届が必要となりますの
で、生活環境課や各出張所で手続きを行ってください。
・引き取り料金　１頭 5,000 円
・引き取り方法　�ダンボールに入れてください。
　　　　　　　　業者が引き取りに伺います。
　　　　　　　　※土、日、祝日の引き取りは行っていません。

犬・猫のマイクロチップ装着について

　「改正動物愛護法」が施行されペットショップやブリーダー
などの犬や猫を販売する事業者には、令和 4年 6月以降に取
得した犬、猫へのマイクロチップ装着及び環境省の指定機関
である日本獣医師会への情報登録が義務づけられました。
●これらの事業者から犬・猫を購入した場合には所有者の変
更登録をし、所有者の情報を自分の名義に変更する必要が
あります。
●新たに飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合
は、飼い主情報の登録が必要となります。
●変更及び登録は、「環境省　犬と猫のマイクロチップ情報
登録」のサイトより行えます。
●マイクロチップを装着し所有者情報を登録した犬について
は、従来行っていた市への飼い犬登録をしたとみなされる
ため、従来行っていた市への登録は不要となります。
●現在、マイクロチップを装着していない犬及び猫の飼い主
は、飼っている犬や猫にマイクロチップを装着するよう努
力することが求められています。

し尿の汲み取りについて
【お問い合わせ先】　生活環境課（☎ 358-0515）
　市内の汲み取り式のトイレや仮設のトイレの汲み取りは、
黒川衛生協業組合（☎�345-2521）へお問い合わせください。
　なお、営業時間は 8時から 17時で、土・日・祝日・年末
年始は休みとなっています。また、料金については申し込み
の際、確認をお願いします。

危険ブロック塀等の除却費助成制度について
【お問い合わせ先】　都市計画課（☎ 358-0527）
　道路沿いに設置された高さ 1m以上で危険性のあるブロッ
ク塀等の除却や除却後に生垣やフェンス等を設置する場合に
費用の一部を助成します。
　助成の上限は 37万 5,000 円です。
　工事を行う前に手続きが必要ですので、詳しくはお問い合
わせください。

住宅の地震対策について

【お問い合わせ先】　都市計画課（☎ 358-0527）
　平成 23年 3月 11 日の東日本大震災は、東日本広域に大
きな被害を与えました。
　富谷市では、地震に強い安全な街づくりを目指すため、昭
和 56年 5月 31 日以前に着工した戸建木造住宅へ低料金で
木造住宅耐震診断士を派遣します。
　詳しくは、都市計画課や各出張所に置いている募集案内を
ご覧ください。

くらし
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住宅・土地について

【お問い合わせ先】　都市計画課 （☎ 358-0527）
■家を建てる場合・増築する場合
　家の新築や一定規模以上の増築等をする際には、工事を始
める前に「建築確認申請書」を宮城県仙台土木事務所建築部
または指定確認検査機関へ提出し、確認を受けなければなり
ません。
■市営住宅
　入居者を募集する場合は、広報紙およびホームページでお
知らせします。なお、申し込み等については都市計画課へお
問い合わせください。
■地区計画の届出
　地区計画を定めている区域内で、建築物や工作物の新築や
増・改築または外構工事をするときには、工事を始める前に
「地区計画の届出書」を都市計画課へ提出しなければなりま
せん。

道路について
【お問い合わせ先】　都市整備課（ ☎ 358-0525）
■道路の補修・整備の相談
　道路に関する相談や補修の要望は、次のところへご連絡く
ださい。
国　道 国土交通省 仙台東国道維持出張所 管理係 ☎ 246-4151
県　道 宮城県 仙台土木事務所 道路建設第一班 ☎ 297-4125
市　道 富谷市役所　都市整備課 ☎ 358-0525

■道路照明灯などが故障していたら
　道路照明灯や防犯灯の故障や電球切れを見つけたときは、
柱に貼ってある富谷市のシールの番号を都市整備課までお知
らせください。

公園について

【お問い合わせ先】　都市計画課（ ☎ 358-0527）
■成田西公園テニスコート
　成田西公園には、テニスコート（ハードコート）が 2面あ
り、有料でご利用いただけます。予約および申請の手続きは、
都市計画課や各出張所で受付します。1面あたりの使用料は
次のとおりです。
■使用料（市内在住の方の場合）

時　間 料　金
9 時～ 12時 660円
13時～ 17時 880円
9時～ 17時 1,760 円

農園について
【お問い合わせ先】　農林振興課 （☎ 358-0523）
■レクリエーション農園
　小面積で農地を利用して野菜を育てるための貸農園があり
ます。「ご案内と申込書」は、農林振興課窓口や各出張所に
あります。
・利用できる人
　市内に限らず市外の方でもご利用できます。
貸農園 1区画の面積 5m × 6 ｍの 30㎡

利用期間 4 月～ 3 月までの 1 年間（途中からも利用可）
利用料金 1 区画 5,000 円（年間）

地場産品について

【お問い合わせ先】　農林振興課 （☎ 358-0523）
■野菜の直売
　地元農家の方々が集まった「おんないん会」が、新鮮な野
菜を直売しています。

場　所 開催時間（営業時間）

①
食品館イトー　仙台泉店
(ホームセンタームサシ仙台泉店内 )
　「富谷市産直売野菜販売」コーナー

9時 30分 ~20時

② ビックハウス富谷店
「富谷市産直売野菜販売」コーナー

9時 ~21時
③ デイリーポート新鮮館富谷店

「富谷市産直野菜販売」コーナー
■ブルーベリー摘み取り農園
　特産品のブルーベリーを「生」で食べられる摘み取り農園
があります。
7月上旬～ 7月下旬 (期間中無休 )予定　10時～ 16時
※ただし、天候により開園期間や終了時期変更あり
☎ 358-2851( 農園主：髙橋敏雄 )　富谷市明石祭田 85
料金　中学生以上 1,000 円、小学生 500円、未就学児 100円
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相談について
■消費生活相談窓口　※対面相談は要予約
　悪質商法の被害や、欠陥の商品・製造物が原因での被害、
多重債務でお困りの方の相談に消費生活相談員が対応しま
す。お気軽にお尋ねください。
　相談日　毎週月・木曜日（祝日、年末年始を除く。）
　　　　　10時～ 12時、13時～ 16時
　会　場　市役所 3階会議室
　相談専用電話　☎�358-3190
　予約問い合わせ　市民協働課市民協働担当　☎�358-3250
・宮城県消費生活センター
　相談日　平日：9時～ 17時／土：9時～ 16時
　　　　　（祝日・振替休日・年末年始を除く。）
　会　場　宮城県庁1階（仙台市青葉区本町3丁目 8番 1号）
　相談専用電話　☎�022-261-5161
■人権・行政・生活相談　※要予約
　悩みごとや困りごとについて、人権擁護委員、行政相談委
員、生活相談員、行政書士、司法書士がご相談をお受けします。
　相 談 日　原則毎月第 1、3水曜日
　相談時間　10時～ 15時（1件あたり約 45分）
　会　　場　市役所３階会議室
　予約問い合わせ　市民協働課市民協働担当　☎�358-3250
　　　　　　　��（福）富谷市社会福祉協議会　☎�358-3981
　※�行政相談委員、行政書士は第1水曜日のみの対応となります。
　※司法書士は第 3水曜日のみの対応となります。
・行政苦情 110 番　☎ 0570-090110
　相談日　月～金曜日　8時 30分～ 17時 30分（職員対応）
　　　　　　　　　　　17時 30分～翌 8時 30分（留守番電話対応）
　　　　　土・日・祝日・年末年始（留守番電話対応）
　FAX　022-262-7844　※インターネット受付もあります。
■法律相談　※要予約
　富谷市民を対象に金銭、土地・建物、交通事故、相続、夫婦・
親子関係などの法律問題に、弁護士が無料で相談に応じます。
相 談 日　原則毎月第 2、４金曜日
相談時間　10時～ 14時 30分（1人 30分、年 3回まで）
会　　場　市役所 3階会議室
予約問い合わせ　市民協働課市民協働担当　☎ 358-3250

■各種相談
●�法的なトラブルにまつわる法律の制度や手続き、専門機関
についての相談のほか、裁判費用の立替えについての相談
にも応じています

・法テラス（☎ 0570-078374）
　電話相談　平　日　9時～ 21時／土曜日　9時～ 17時
※一定の要件に該当する場合は、無料の法律相談を行います。
●司法書士による登記・相続等の無料相談
・宮城県司法書士会 （☎ 022-263-6755）
　無料電話相談　月・水・金曜日（祝日、年末年始を除く。）
　　　　　　　　　13時 30分～ 16時 30分　☎ 022-221-6870
　無料面接相談　月・水・金曜日（祝日、年末年始を除く。）
　14時～ 16時（予約☎�022-263-6755・受付平日 9時～ 17時）

●犯罪被害に関する相談
・（公社）みやぎ被害者支援センター （☎ 022-301-7830）
　電話相談　�火曜日～金曜日　10時～ 16時
※緊急の場合は月曜日も相談可
●あらゆる悩みの電話相談
・仙台いのちの電話（☎ 022-718-4343）
※電話、インターネット相談にて、終日対応しています。
　https://www.inochinodenwa-net.jp/
●交通事故相談
・宮城県庁交通事故相談室（☎ 022-211-2432）
　相 談 日　月曜日～金曜日
　相談時間　8時 30分～ 16時 45分
※弁護士による法律相談も対応しています。（要問い合わせ）
●外国人を取り巻く、生活・コミュニケーションなどに関する相談
・みやぎ外国人相談センター（☎ 022-275-9990）
　相 談 日　月曜日～金曜日　9時～ 17時
　対応言語　�中国語・韓国語・タガログ語・ベトナム語・イ

ンドネシア語・ネパール語・ポルトガル語・英語・
日本語など

※�三者通話電話を利用しての外部スタッフによる対応になる
場合もあります。

■相談窓口
・専門職による総合的窓口

地域包括
支援センター

地域にある高齢者の総合相談窓口です。保健
師・社会福祉士・主任介護支援専門員等がおり、
介護・福祉・健康・医療などの相談に応じます。

富谷市保健福祉総合支
援センター

●担当地区（市内全域）
●富谷市富谷桜田１－１
　☎ 022-348-1138

富ケ丘・日吉台圏域地域包括
支援センター
（愛称：地域包括支援センターいちい）

●担当地区（富ケ丘・日吉台・鷹乃杜・杜乃橋）
●富谷市富ケ丘２－ 10－ 15
　☎ 022-343-5920

東向陽台・成田圏域地域包括
支援センター
（愛称：地域包括支援センターさくら）

●担当地区（東向陽台・明石台・成田・大清水・
上桜木）
●富谷市成田１－５－７　特別養護老人ホー
ムせせらぎの里内

　☎ 022-205-2571

富谷中央・あけの平圏域地域
包括支援センター
（愛称：地域包括支援センターわかば）

●担当地区（富谷地区・ひより台・あけの平・
とちの木・太子堂）
●富谷市富谷桜田 1-11　特別養護老人ホー
ム杜の風内

　☎ 022-779-0633

・認知症に関する医療専門職による相談窓口

認知症専門相談

●対　象
　認知症に関する相談を希望する者（本人及
び家族）
●内　容
　精神科・認知症専門医が来所もしくは訪問
での相談に応じます。
　相談後、助言・指導を行い、必要時医療機
関受診を勧めます。
●問い合わせ先
　富谷市保健福祉総合支援センター
　☎ 022-348-1138

・富谷市障がい者等相談支援窓口
　障がい者等が自立した日常生活または社会生活を営むこと
ができるように助言アドバイスを行い、地域の支え合い（互
助）とともに、障がい者自身の地域参加を促進するための助
言を行う窓口です。
　来所相談　富谷市役所　保健福祉部　地域福祉課内　
　電話相談　022-358-3396

くらし



20

ごみ

ご
み

収集日程について
■ごみを出す時間
　決められた集積所に、収集日当日の 8時 30分までに出し
てください。
■祝日および年末年始の収集について
　祝日を含む月曜日から土曜日まで、地区別に収集します。
　ただし、年末年始の 12月 31日から 1月 3日は収集して
いません。
■収集するごみ

もえるごみ 生ごみ、資源物以外の紙くずなど

資源物

資源 1 種 缶、雑鉄、紙類、乾電池
資源 2 種 缶、�びん３種、割れ物、衣類、発泡スチロール・トレイ

資源 3 種 プラスチック製容器包装、紙製容器包装＋雑紙
（ざつがみ）、複合素材ごみ、ペットボトル

粗大ごみについて
　粗大ごみは全て「有料による戸別収集」となり、定められ
た日にお宅へ訪問しますので、玄関先（アパートは１箇所に
まとめて）に午前８時 30分までに出すようにしてください。
　「粗大ごみ」とは、原則一辺の最長部分または直径が 30cm
以上のものが該当し、品目ごとに手数料が決められています。
　各戸に配布している「ごみ分別と収集日程表（保存版）」
の 12～ 14ページをご確認ください。
■申し込み方法について
電話でお申し込みください
•�毎月 22日から 28日（土・日、祝日を除く）の間に収集し
ますので、その月の 20日までに予約してください。

• 予約先　協業組合　富谷環境　（☎�022-358-2790）
受　付　月曜日から金曜日（祝・休日、年末年始を除く。）9時から17時まで
※「手数料券」を、「市役所」「各出張所」または「粗大ご
み手数料券取扱店」の表示のあるコンビニで購入し、粗
大ごみに貼って出してください。

臨時ごみについて
　臨時ごみとは、引越しごみや大掃除などで多量に出るごみ
のことです。臨時ごみは、受入先に自己搬入するか許可業者
に委託してください。一般集積所へ出すのはご遠慮ください。
■自己搬入
　直接施設に持ち込むようになります。事前に、電話で富谷
市清掃センター（☎ 358-4321）�へお申し込みください。

【自己搬入　受入施設について】
種類 受入施設 料金（重量制） 受入時間 注意事項
粗
大
ご
み
・
資
源
物

富谷市清掃センター
（富谷市石積堀田
11-1）
※事前予約が必要
です。
☎022-358-4321

100kg�まで
1,500 円
10kg または
その端数ごと
に 150円を
加算した額。

○平日
（土・日・祝日・年
末年始を除く）
○第1・2日曜日
午前 9時から
午後 4時まで

・事前に分別をし
た上でお持ち込み
願います。
・粗大ごみの場合、
手数料券を貼って
持ち込むこともで
きます。

も
え
る
ご
み

仙台市松森工場
（仙台市泉区松森
字城前 135）
※電話予約は不要
です。
☎022-373-5399

100kg�まで
1,500 円
10kg または
その端数ごと
に 150円を
加算した額。

○平日
（土・日・祝日・年
末年始を除く）
午前 9時から
午後4時 15分
まで

・ごみが散乱しな
いように袋に入れ
るか、ひもで縛っ
てください。
・窓口で車検証の
提示が必要となり
ます。

■搬入委託
　ご自身で搬入できないときは、許可業者に委託してくださ
い。料金等は、直接、許可業者にお問い合わせください。
（※許可業者の連絡先については、本頁右下に記載しています。）

小型家電リサイクルについて

下表に該当するものは、専用の回収ボックスに投入すること
でリサイクルされます。

種類 排出方法 小型家電対象品目（一例） 受入時間
小型
家電

富谷市役所交
流ホール、富
谷市内各公民
館に設置の小
型 家 電 回 収
ボックス
（投入口の大きさ）
横30cm×縦 15cm
に入るもの

・携帯電話、PHS、スマートフォン
・ノートパソコン（スレート型、タブ
レット型含む）
・ゲーム機
　（据置型、携帯型、ハンドヘルド含む）
・デジタルカメラ、デジタルビデオカ
メラ
・電話機、ファクシミリ、ラジオ

平日
8時30分～17時30分
土・日
8時30分～17時
〔本庁舎のみ〕
（閉庁日除く）

※対象品目に関しては設置ボックスに表示してありますのでご確認ください。
※投入口に入らないものに関しては、通常通りの方法で排出してください。�

収集しないごみについて

■営業ごみ（事業者）
　商店や事務所など営業活動に伴って出たごみは、許可業者
と契約して処理してください。
■市で処理できないもの
※許可業者または販売店にご相談ください。
タイヤ、薬品、火薬類、ボンベ、廃油、廃液類、バッテリー、グラン
ドピアノ、消火器、農業機械類、自動車、バイク、産業廃棄物、大型
耐火金庫、家電リサイクル法に該当するもの、パソコン（本体・液晶ディ
スプレイ・一体型パソコン・CRTディスプレイ・ノートパソコン）
■家電リサイクル法に該当するもの
　エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機は、家電
リサイクル法に基づき、メーカー等に回収およびリサイクルが義務付
けられています。
■パソコンリサイクル法による回収
　家庭から排出される使用済みパソコンは、資源有効利用促進法に基
づき、「ＰＣリサイクル」が開始され、メーカー等に回収及びリサイク
ルが義務付けられています。
※「小型家電リサイクル」として出すことができるものもあります。
　上記「小型家電リサイクルについて」を参照してください。

許可業者について
　営業活動に伴って発生したごみや、引越しなどで多量に発
生したごみをご自身で運べない場合は、許可業者に回収を委
託してください。
　また、家電リサイクル法に該当するものおよびパソコンの
取り扱いもしています。いずれも有料となりますので、料金
については、直接、許可業者にお問い合わせください。
■協業組合　富谷環境
☎ 022-358-2791　富谷市志戸田野田 31-1
■協業組合　仙台清掃公社　仙北事業所
☎ 022-345-6661　大衡村大森字三百刈田 13-1
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子ども・子育て

とみや子育て支援センター “ とみここ “ について
【お問い合わせ先】とみや子育て支援センター（☎ 343-5528）
　妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行う「子育
て世代包括支援センター」（母子健康包括支援センター）です。
■開所時間　8時 30分から 17時 30分まで
■休　　館　土・日曜日、祝日、年末年始
■実施内容
・母子健康手帳の交付、乳幼児健康診査、予防接種など
・�月２回（月曜日）、０歳～未就園児のお子さんと保護者の方
を対象に遊びのスペースを設け和室を開放しています。親
子で遊んだり、保護者の皆さん同士が交流することができ
ます。
※定員を設け、予約制で実施。

とみや子育て支援センター “とみここ ”

母子健康手帳の交付について
【お問い合わせ先】　とみや子育て支援センター（☎ 343-5528）
・交付場所　とみや子育て支援センター
※各出張所での交付は行っていませんのでご了承願います。
・交 付 日　毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は、翌日）
・対　　象　妊娠の診断を受けた方
・受　　付　10時～ 10時 15分
※上記日程に交付を受けることが難しい場合はとみや子育て
支援センターまでご連絡ください。

妊婦健康診査について
【お問い合わせ先】　とみや子育て支援センター（☎ 343-5528）
■妊婦健康診査助成券について
　県内の医療機関、助産院で受診された妊婦健康診査（指定
検査項目のみ）への助成（14回）を行っています。助成券
は母子手帳別冊に添付していますが、お持ちでない方はとみ
や子育て支援センターにお問い合わせください。
　事前に助成券下方に記載されている注意事項をご確認の
上、ご受診ください。

乳幼児健診・教室・相談について
【お問い合わせ先】　とみや子育て支援センター（☎ 343-5528）
■個別健診（医療機関で実施）
　2�か月児健診、8～ 9か月児健診
　母子健康手帳別冊に記載のある指定医療機関で受診してく
ださい。
■集団健診（とみや子育て支援センターで実施）
　乳児健診（3～ 4か月）、1歳 6か月児健診、2歳 6か月
児歯科健診、3歳６か月児健診
　対象のお子様にご案内をお送りします。
■各種教室（とみや子育て支援センターで実施）
　離乳食教室（おおむね 4～ 5か月、8～ 10 か月、11 か
月～ 1歳 2か月（申込制））対象のお子様にご案内をお送
りします。

■すくすく相談（とみや子育て支援センターで実施）
　毎月１回、心理士、保健師、栄養士等による育児・発達相
談を開催しています。心理相談は要予約。日程は、広報とみ
やに掲載します。

赤ちゃん・子どもの予防接種について
【お問い合わせ先】　とみや子育て支援センター（☎ 343-5528）
■集団接種（BCG）
　BCGは集団で実施します。日程については実施の前月号
の広報とみやに掲載します。
■個別接種（BCG 以外）
　接種対象年齢になりましたら、お子さんの体調のよいとき
に、かかりつけの小児科等で受けてください。
■予防接種手帳について
　予防接種手帳は、出産後の新生児訪問の際にお渡ししてい
ますので、出産後は必ず母子健康手帳別冊内の出生連絡票（は
がき）又は電話、FAX、メール、電子申請により提出し、新
生児訪問を受けてください。
　転入等で予防接種の助成券をお持ちでない方は、市役所、
各出張所、とみや子育て支援センターに母子健康手帳をご持
参のうえ手続きをしてください。

児童手当について

【お問い合わせ先】　子育て支援課（☎ 358-0516）
■手続きの方法
　お子さんの出生、転入などにより富谷市に住民登録された
方は、申請が必要です。下記のものを持参の上、子育て支援
課や各出張所で手続きを行ってください。
1．受給者となる方の健康保険証の写し（共済組合加入の方
のみ）

子
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2．預金通帳（受給者となる方名義の口座）
※対象児童と別居している場合、申立書や児童の属する世帯
全員の住民票の写し等の書類が必要となります。
※公務員の方は勤務先での手続きとなります。
※市区町村間の転入・転出や出生等の際は 15日以内の申請
が必要です。申請が遅れると遅れた月分の手当を受給でき
なくなります。

■手当月額および支給月
1．手当の支給は、認定請求した月の翌月から始まり、支給
すべき事由が消滅した月で終わります。ただし、請求書
の提出が出生（転入予定）日の翌月であっても当該日後
から 15 日以内であれば、法律により出生（転入予定）
月請求の扱いとなります。

2．手当の支給額　　　
　・３歳未満　15,000 円
　・３歳以上～小学校修了前　10,000 円
　　（第３子以降は 15,000 円）
※「第３子以降」とは高校卒業まで (18 歳の誕生日後、最初の３月 31�

日まで )�の養育している児童のうち、３番目以降の子のことをいい
ます。

　・中学生　10,000�円
　・所得制限限度額以上の方は、特例給付として児童一人あ

たり 5,000 円、所得上限限度額以上の方は支給停止とな
ります。

3．手当の支給は、原則として毎年６月、10月、２月にそれ
ぞれの前月分までの手当を支給します。

子ども医療費助成について

【お問い合わせ先】　子育て支援課（☎ 358-0516）
■対象と年齢区分
・�通院、通院外（入院）とも 0歳から高校 3年生（18歳の
年度末）までが助成の対象です。

※一部負担金…通院については、3歳以上で、初診料算定
時に 500 円、入院については、小学 1年生以上で、1日
500円（同一入院につき 5,000 円を限度）となっています。
※所得制限なし
■手続きの方法
　お子さんの出生、転入などにより富谷市に住民登録された
方は、資格登録の申請をする必要があります。下記のものを
持参の上、子育て支援課や各出張所で手続きを行ってくださ
い。
・健康保険証・預金通帳（申請人名義の口座）
・所得証明書（必要となる場合があります。）
■助成の方法
●現物給付
　富谷市から交付される「子ども医療費助成受給者証」と「保
険証」を一緒に医療機関の窓口に提示してください。
●償還払い
　県外の病院で受診した場合などは受診時に自己負担金を一
旦医療機関へ支払い、後日、領収書（医療機関名、保険診療

点数、金額等が記載されたもの）、保険証、受給者証、印鑑
を市役所子育て支援課又は最寄りの出張所に提出し、請求の
手続きをしてください。

保育所・病後児保育・保育ママについて

【お問い合わせ先】　子育て支援課（☎ 358-0516）
■保育所について
富谷市の保育所・認定こども園

名称 電話番号 定員
富谷保育所 358-1699 70 名
富ケ丘保育所 358-3288 70 名
東向陽台保育所 373-9733 60 名
成田保育所 348-3216 120 名
上桜木果樹園の森こども園 348-7360 130 名
明石台若樹の森こども園 374-5627 122 名
とみや杜の橋こども園 348-5101 100 名
アルシュ富谷こども園 341-0740 153 名
富谷ひよこ園 347-3394 20 名
富ケ丘菜の花保育園 341-0059 54 名
ぷらむ保育園富谷 341-8152 60 名
明石台くまちゃん保育園 725-6958 24 名
富谷ひよこの里（小規模） 341-3046 19 名
大清水ぞうさん保育園（小規模） 341-5708 16 名
ひよこのおうち（小規模） 347-3133 19 名
キッズフィールド大清水園（小規模） 341-8908 19 名
ぷらむ保育園大清水（小規模） 358-7666 12 名
■病後児保育について
　富谷市内に居住し保育所等に入所中のお子さんが、病気回
復期で集団保育が困難な期間を一時的に預かり、保護者の方
の子育てと仕事を両立するためのお手伝いをします。
1. 実施施設

名称 住所 電話番号
タウンクリニックえん 富谷市明石台七丁目 1番地 5 358-7141
宮城県済生会こどもクリニック 仙台市宮城野区東仙台 6-1-1 293-1285
こん小児科クリニック 仙台市泉区八乙女中央 2-4-25 725-7566
大和町病後児保育室 大和町吉田字北谷地 1-1

（公立黒川病院駐車場内） 344-7505

2. 利用料金　1�日 2,000 円　他食事代等
3. 利用方法
　直接実施施設へ連絡の上、お申し込みください。
　なお、利用申請書等については、各保育所、子育て支援課、
実施施設にあります。
■一時保育について
　保護者の方が就労、職業訓練等又は疾患、災害、事故、出産、
冠婚葬祭等により、緊急に家庭での保育が困難となったお子
さんを一時的に保育します。
1. 実施施設
【市立】成田保育所
【私立】上桜木果樹園の森こども園、明石台若樹の森こども園
2. 利用料金（飲食費込み）
【市立】生後 6カ月～２歳児…2,500 円／日
　　　�３歳児以上…1,400�円／日
【私立】生後 6カ月～ 2歳児…2,500 円／日
　　　�３歳児以上…1,500�円／日
　　　�※別途お昼寝用布団リース代が発生します。
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■家庭的保育事業（保育ママ）について
　保護者が就労や疾病等の理由により、日中保育することが
できないお子さんを富谷市の認定を受けた家庭的保育者が、
自宅で家庭的な雰囲気の中で少人数のお子さんを保育しま
す。
・利用対象　富谷市に住所のある生後６カ月～３歳児未満の児童
・定員…各施設５名

名称 場所
らびっと保育室 あけの平三丁目
保育室ハック 日吉台二丁目
※保育室ハックは、令和 5年 3月 31日をもって閉室の予定です。

「とみや子育てサロン」について
【お問い合わせ先】とみや子育てサロン ( ☎ 779-6981)
　子育てしているみなさんの交流の場です。
　保育士が常駐していますので、遊びの提供・子育ての悩み
などの相談もできます。
　飲食スペース、授乳室もあるので、いつでも気軽にご利用
ください。
　各種イベントについては、子育て通信 ( ホームページから
ダウンロード可 )をご覧ください。
・開 館 日　火～土曜日 (祝日、年末年始除く。)
・開館時間　９時～ 15時
・所 在 地　富谷市富谷西沢 13

とみや子育てサロン一時預かりについて

【お問い合わせ先】とみや子育てサロン ( ☎ 779-6981)
・対　象：生後６ヵ月～未就学児
・時　間：とみや子育てサロン開館日・開館時間に同じ
・料　金：1 時間 700円 (1 時間以降 30分ごとに 350円 )
・申　込：事前に利用登録と予約が必要。
・利用希望日の１ヵ月前から電話または窓口で受付。

子育てサロン

とみや子育てファミリー・サポート・センターについて
【お問い合わせ先】　とみや子育てファミリー・サポート・センター
富谷市社会福祉協議会内（☎ 358-3981　平日 9 時～ 17 時）
　子育てを地域でお手伝いし、支え合いができるよう「子育
ての支援を受けたい方（利用会員）」と「子育ての支援をし
たい方（協力会員）」が会員組織で運営します。富谷市から
委託を受けているセンターがそれぞれの会員の橋渡し、コー
ディネートを行います。
■ファミリー・サポート・センターのしくみ

○利用会員（支援を受けたい方）
　富谷市にお住まいで、生後２カ月から小学６年生までのお子さんが
いる方
○協力会員（支援をしたい方）
　富谷市にお住まいで、20歳以上の心身ともに健康で支援活動に理解
のある方。性別や資格は問いませんが、センターで実施する指定講習
会を受講後、登録し会員となります
○両方会員（利用・協力会員の両方に登録する方）
　利用会員として支援を受け、協力会員として支援活動もしたい方

■こんなときに利用できます
●仕事と子育てを両立したい
・残業時、保育園や児童クラブに迎えに行ってもらい、仕事
が終わるまで預かってほしい。

・早番の朝、保育園に送り届けてほしい。
・パート出勤の間、預かってほしい。
・子どもの習い事の送迎をしてほしい。
●その他困ったとき
・病院へ行く間、子どもを預かってほしい。
・授業参観に行きたいので、赤ちゃんを預かってほしい。
・出産直後なので、兄弟姉妹の幼稚園の送り迎えをしてほし
い。

■利用時間
　7時～ 19時まで（左記以外の時間は要相談）
■利用料金 ( 活動報酬 )
　支援活動が行われた際に、利用会員が協力会員に直接支払
います。

利用時間帯区分 報酬額

平日 7時～ 19時まで 600円／時

平日 上記以外の時間 700円／時

土曜、日曜、祝日、年末年始 700円／時

※送迎時の交通費や食事代等は、別途利用会員が負担します。
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利用会員 協力会員

事務局アドバイザー

⑤料金

④支援

①登
録 ①登録

③支援の依頼②支援の申込み

ファミリー・サポート・センター
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■会員になるための手続き
　会員登録を希望される方は、入会説明会（予約制）へ出席
ください。協力会員・両方会員は、センターで実施する講習
会を受講後にセンターへ登録されます。

とみや育児ヘルプサービスについて
【お問い合わせ先】　子育て支援課（☎ 358-0516）
　出産後まもなく、何らかの事情で日中に家族の支援が受け
られず、家事や育児が困難な家庭にヘルパーを派遣するサー
ビスです。
・利用対象
　富谷市にお住まいで、出産後 2カ月以内で、日中お家にい
るのがお子さんとお母さんだけで、家事をする方がいないご
家庭
・利用期間等
派遣期間 出産後 2カ月以内 派遣回数 20回まで

利用時間 1日 1回 2時間以内

派遣日時 月曜~金曜　9時～ 17時 ( 祝日と年末年始を除く )

・申請から利用までの流れ
　利用を希望される方は、出産予定日の２カ月前までにご相
談ください。
① 申請書の提出

② 打ち合わせ (ヘルパーが訪問し利用内容の確認をします。)

出　産

③ 利用開始

・利用料金と支払い方法
自己負担料金 １時間あたり 300円

支払方法 サービス終了後、利用料金をヘルパーへ直接お支払いい
ただきます

・サービスの内容
育児 オムツ交換、授乳、沐浴のお手伝い、その他必要な育児

家事 調理、洗濯、住居の掃除や整理整頓、生活必需品の買い物、
その他必要な家事

幼稚園について

・入園について
　各幼稚園にお問い合わせください。

幼稚園名 公私区分 定員 電話番号 制度
富谷幼稚園 公立 90名 358-2164 新
鷹乃杜幼稚園 私立 460名 358-2580 従来
ひより台幼稚園 私立 420名 358-9188 従来
成田中央幼稚園 私立 75名 351-5371 新

・幼児教育の無償化について
　【お問い合わせ先】
　　富谷幼稚園、鷹乃杜幼稚園、ひより台幼稚園→
 教育総務課（☎ 358-3196）
　　成田中央幼稚園→子育て支援課（☎ 358-0516）

小・中学校への入学について

【お問い合わせ先】　学校教育課（☎ 358-0521）
■就学時健康診断
　就学時健康診断については、10月 1日現在で翌年、小学
校に入学されるお子さんの保護者に対し、はがきで健診の日
時、場所等のお知らせをします。健診内容は、①内科、②耳
鼻科、③眼科、④歯科の健康診断で、治療箇所がある場合は
入学前に治療をすすめます。
■小・中学校の入学通知書
　小・中学校の入学通知書については、1月下旬に対象者の
保護者あてに、はがきで入学式の日時、場所等についてお知
らせします。何らかの都合により、入学できない場合は、教
育委員会学校教育課まで連絡、届出をお願いします。なお、
転入者の方へは、転入届出時に入学通知書を発行します。

転校（転入・転出）の手続きについて
【お問い合わせ先】　学校教育課（☎ 358-0521）
　転入の場合、市に転入届を提出するとき、お子さんが以前
就学していた学校の在学証明書、教科書給与証明書を窓口に
提出してください。市より就学通知書を発行しますので、持
参の上、就学する学校で手続きを行ってください。
　転出の場合、就学していた学校より、在学証明書、教科書
給与証明書を受け取り、転入する市町村の窓口および就学予
定の学校で手続きを行ってください。

とみや放課後児童クラブについて
【お問い合わせ先】　子育て支援課（☎ 358-0516）
■富谷市放課後児童健全育成事業
　児童クラブは、就労等により、保護者が日中家庭にいない
児童に、適切な遊びや生活の場を提供し、健全な育成を目的
としています。
1. 実施施設について
　市内を学校区ごとに分け、次の８施設において実施してい
ます。

対象学校区 開設場所 電話番号
富谷小学校 富谷小学校敷地内 346-6621
富ケ丘小学校 富ケ丘小学校敷地内 342-0852
東向陽台小学校 東向陽台小学校敷地内 342-1807
あけの平小学校 あけの平小学校敷地内 341-4280
日吉台小学校 日吉台小学校敷地内 341-2232
成田東小学校 成田東小学校敷地内 725-8460
成田小学校 成田小学校敷地内 341-5208
明石台小学校 明石台小学校敷地内 343-6113
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2. 対象について
　就労等により保護者が昼間家庭にいない市内在住の小学 1
年生から小学 6年生までの児童で、基準を満たし、集団生活
が送れる児童。
3. 開設時間について
・平日は児童下校後から18時まで、土曜日は8時から18時まで
・学校長期休業日や振替休業日は、８時から 18時まで
　（平日のみ：延長利用を申請された場合は 19時まで）
4. 内容について
・児童支援員（保育士等有資格者）が、児童の安全確保・管
理に努めながら、遊びや仲間づくりの支援を行います。

5. 料金について
　子育て支援課にお問い合わせ下さい。
6. その他
・利用申し込みは、1�年ごととなります。ただし、年度始めに
限らず、希望されるときは、年度途中でも申し込みできます。

・利用申し込み時には、所定の申込用紙とともに、勤務先の
勤務証明等を提出していただきます。

・17時（秋休み～３月までは 16時）を過ぎての児童の帰宅
については、保護者の方のお迎えをお願いします。

・児童クラブの日は、原則として学校から直接児童クラブに
行くようになります。

・災害時については、原則として保護者のお迎えとなります。

教育相談事業について

【お問い合わせ先】　学校教育課（☎ 358-0521）
　　　　　　　　　教育相談担当（☎ 358-3123）
　富谷市教育委員会では、子育ての悩みや、学校生活・家庭
生活に関する悩み等について相談を受け付けています。
　相談内容については、一切秘密に扱われますので、一人で
抱えずにご相談ください。
・相 談 日　「広報とみや」でご確認いただくか電話にてお問

い合わせください。
・受付時間　９時 30分～ 16時
・相談場所　市役所会議室等
・相談方法　電話相談または面談相談（※面談の場合は予約

制となります。）
・面談相談の予約および問い合わせ先
　（上記学校教育課又は学校教育課内教育相談担当へ）

ひとり親家庭へ
■児童扶養手当

【お問い合わせ先】　子育て支援課（☎ 358-0516）
　母子・父子家庭や保護者が重度の障がいを持つ家庭、また
父母に代わって児童を養育している方が受けることができま
す。対象児童の年齢は、18 歳に到達した最初の 3月 31 日
まで（障がい児は 20歳未満）です。
・申請が必要で所得に制限があります。
※毎年奇数月にそれぞれの前月分までの 2カ月分が支給され
ます。
■ひとり親家庭医療費助成

【お問い合わせ先】　子育て支援課（☎ 358-0516）
　ひとり親家庭（母子・父子家庭）の方が安心して病院など
で受診できるよう医療費の一部を助成します。
　対象児童の年齢は、18歳に到達した最初の 3月 31 日ま
でです。ただし、生活保護を受けている方は除きます。
・所得に制限があります。
■母子父子寡婦福祉資金貸付金

【お問い合わせ先】　宮城県仙台保健福祉事務所　
　　　　　　　　　母子・障害第一班（☎ 363-5507）
　宮城県ではひとり親家庭及び寡婦の経済的自立や生活の安
定、扶養している児童の福祉増進を図るため、無利子、また
は低利で資金の貸付をしています。
　貸付金の種類は、修学資金、就学支度資金、事業開始資金、
生活資金、修業資金、技能習得資金、医療介護資金、転宅資金、
住宅資金、結婚資金、事業継続資金、就職支度資金の 12種
類です。

病気や障がいのあるお子さんへ
■養育医療給付

【お問い合わせ先】　子育て支援課（☎ 358-0516）
　医療を必要とする未熟児に対して、養育に必要な入院医療
費が援助されます。
・指定医療機関でないと給付の対象となりません。
■自立支援医療（育成医療）

【お問い合わせ先】　地域福祉課（☎ 358-3294）
　18歳未満の身体に障がいのある児童に対し、その障がい
を除去、または軽減し生活能力を得るために必要な医療費が
助成されます。
・指定医療機関でないと給付の対象となりません。
・世帯の課税状況により費用の一部負担があります。
■小児慢性特定疾患医療給付

【お問い合わせ先】　宮城県仙台保健福祉事務所黒川支所（☎ 358-1111）
　下記の病気の児童に対して、医療費が援助されます。
・�悪性新生物（がん）、慢性腎疾患、喘息、慢性心疾患、先天
性代謝異常、血友病等血液疾患、神経や筋疾患など

・病気の内容により一部制限があります。
・18歳未満のお子さんが対象ですが、一部の病気は 20歳ま
で延長することができます。
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■特定疾患通院介護料交付
【お問い合わせ先】　宮城県仙台保健福祉事務所黒川支所（☎ 358-1111）
　特定疾患・小児慢性特定疾患の認定を受けている在宅の方
へ、認定期間内に認定されている医療機関に介護を受けて通
院している場合、次のうち一つに該当する方に介護料が交付
されます。
・身体障害者手帳 1、2級をお持ちの方
・13歳未満の方
・上の 2つ以外で心身機能の障がいのため介護が必要と医師
が認めるもの

■特別児童扶養手当
【お問い合わせ先】　地域福祉課（☎ 358-3294）
　精神または身体に障がいのある 20歳未満のお子さんを家
庭において扶養する父母、または養育者に対して支給されま
す。
・所得制限があります。
・助成内容：政令で定める障害等級に応じ支給されます。1
級（月額 52,400 円）、2�級（月額 34,900 円）（令和 4年
4月現在）。
※年度ごと等、金額の変更あり
■障害児福祉手当

【お問い合わせ先】　地域福祉課（☎ 358-3294）
　日常生活において常時の介護を必要とする重度の障がいの
ある在宅の 20歳未満のお子さんに対して支給します。
・助成内容　月額 14,850 円（令和 4年 4月現在）
・所得制限があります
※年度ごと等、金額の変更あり

国保に加入するとき・やめるとき
■国保に加入するとき
•�他の市区町村から転入したとき（職場の健康保険などに加
入していないとき）
•�職場の健康保険をやめたとき
•�子どもが生まれたとき（職場の健康保険などに加入しない
とき）
•�生活保護を受けなくなったとき
■国保をやめるとき
•�他の市区町村へ転出したとき
•�職場の健康保険などへ加入したとき
•�死亡したとき
•�生活保護を受け始めたとき
※国保への加入・脱退の手続きは、14日以内にお住まいの
市区町村に届け出ましょう。

■国保加入手続きに必要なもの
•�社会保険の資格を喪失した日がわかるもの（社会保険の資
格喪失証明書・離職票・雇用保険の受給資格者証など）
•�本人確認書類（免許証など）
•�個人番号（マイナンバー）の分かるもの
■国保脱退手続きに必要なもの
•�社会保険の資格を取得した日がわかるもの（加入者全員分
の社会保険証、社会保険の資格取得証明書など）
•�国民健康保険証
•�個人番号（マイナンバー）の分かるもの

医療費が高くなったとき

■限度額適用認定証について
　国民健康保険加入者が入院する場合などで、医療費が高額
になると見込まれる場合は、医療機関の窓口で「限度額適用
認定証」を提示することにより、自己負担限度額までの支払
いとなり、後日高額療養費支給申請をする必要がなくなりま
す（ただし、複数の医療機関を受診した際などは、申請が必
要な場合があります。）。
■限度額適用認定証の申請に必要なもの
•�国民健康保険証
•�個人番号（マイナンバー）の分かるもの
※認定証は申請から 1週間程度で郵送により交付となります。
■対象者
•�70 歳未満の場合　国民健康保険加入者
•�70 歳以上 75歳未満の場合　世帯主と国民健康保険加入者
全員が住民税非課税の方又は所得区分が現役並み所得者Ⅰ、
Ⅱの方

※�国民健康保険税に未納がある場合は交付できません。なお
70歳以上75歳未満で住民税が課税されている世帯の方は、
高齢受給者証により自己負担限度額が区別されています。

各担当課国保・後期高齢者医療・年金
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■ 70 歳未満の方の自己負担限度額について
【自己負担限度額（月額）】

区分 3 回目まで 4 回目以降

総所得金額等※が
901万円を超える

252,600 円
⎛医療費が 842,000 円を超えた ⎞
⎝場合は、その超えた分の 1%　�⎠

140,100 円

総所得金額等が 600万円
を超え 901万円以下

167,400 円
⎛医療費が 558,000 円を超えた ⎞
⎝場合は、その超えた分の 1%　�⎠

93,000 円

総所得金額等が 210万円
を超え 600万円以下

80,100 円
⎛医療費が 267,000 円を超えた ⎞
⎝場合は、その超えた分の 1%　�⎠

44,400 円

総所得金額等が 210万円以下
（住民税非課税世帯を除く） 57,600 円 44,400 円

住民税非課税世帯 35,400 円 24,600 円
※「総所得金額等」とは、総所得金額の基礎控除後の金額のことです。

■ 70 歳以上 75 歳未満の方の自己負担限度額について

区分 負担
割合

外来限度額
（個人単位）

世帯の限度額
（入院＋外来）

現役
並み
所得者

Ⅲ
（課税所得690万円以上） ３割

252,600 円＋（総医療費－
842,000 円）×１％
〔140,100 円〕※

Ⅱ
（課税所得380万円以上） ３割

167,400 円＋（総医療費－
558,000 円）×１％
〔93,000 円〕※

Ⅰ
（課税所得145万円以上） ３割

80,100 円＋（総医療費－
267,000 円）×１％
〔44,400 円〕※

一般
（課税所得145万円未満等） ２割

18,000 円
（年間限度額
144,000 円）

57,600 円
〔44,400円〕※

低所得Ⅱ ２割 8,000 円 24,600 円
低所得Ⅰ ２割 8,000 円 15,000 円

※…過去12カ月間に4回以上高額療養費の支給を受けている場合（多数
該当）の4回目からの限度額です。

•�低所得Ⅱとは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の
世帯の人です。
•�低所得Ⅰとは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税かつ
各種収入から必要経費を差し引いた所得が0円となる人です。

■高額療養費について
　1カ月に支払った医療費の一部負担金が自己負担限度額を
超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給され
ます。該当された方には市から通知しますので、申請してく
ださい。また、高額療養費が支給されるまで、受診してから
３～４カ月の期間を要します。
■高額療養費申請に必要なもの
•�申請書�　•�医療機関から発行された領収書
•�個人番号（マイナンバー）の分かるもの
•�世帯主の預金口座のわかるもの

出産育児一時金について
　富谷市国民健康保険に加入している方が出産したときに、世
帯主の方へ国民健康保険から出産育児一時金が支給されます。
■出産育児一時金の額
　42万円（加算対象出産でない場合 40万 8,000 円）
※加算対象出産とは、産科医療補償制度に加入する医療機関
等（病院・助産院等）で在胎週数 22週に達した日以後の
出産（死産を含む）。

70 歳になったとき
　富谷市国民健康保険加入者の方で、70歳になられた方に
は、誕生月の翌月より国民健康保険高齢受給者証が交付され
ます（ただし、１日が誕生日の方は、誕生日から交付されま
す）。医療機関にかかる際には、国民健康保険証と高齢受給
者証を一緒に提示していただくこととなります。

後期高齢者医療制度
　後期高齢者医療制度は 75歳（一定の障がいがあると認定
されたときは 65歳）以上の方が加入する高齢者の医療保険
制度です。
　県内の全市区町村で構成する後期高齢者医療広域連合が保
険者となり、市区町村と連携して運営しています。
■対象となる方
・75 歳以上の方
・一定の障がいがある 65 歳以上 75 歳未満の方［※］
　・身体障害者手帳　１～３級、４級の一部
　・療育手帳の障害の程度　Ａ
　・精神障害者保健福祉手帳の障害等級　１～２級
　・障害年金受給者（年金証書１～２級）
※申請により広域連合の認定を受けることが必要です。
■対象となる日
　75歳誕生日当日から、後期高齢者医療制度の対象となり
ます（届出は不要です）。
　一定の障がいがある 65歳以上 75歳未満の方は、申請に
より広域連合の認定を受けた日から対象となります。
　保険証は一人に１枚交付されます。
■お医者さんにかかるとき
　窓口負担割合は１割または 2割です。ただし、現役並み所
得世帯の方は３割をご負担いただきます。
■医療費が高額になったとき
・高額療養費
　１日から月末までの同一月に、複数の医療機関などで支
払った自己負担額の合計が下記の自己負担限度額を超えた場
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合は、その限度額を超えて支払った額が「高額療養費」とし
て支給されます。
　支給対象者には、診療を受けた月の約３ヶ月後に宮城県後
期高齢者医療広域連合から申請案内をお送りしますので、必
要事項を記入のうえ市役所の窓口に申請してください。
　なお、２回目以降は申請された口座に振り込みますので、
指定口座に変更のない限り、手続きの必要はありません。
・限度額認定証
　所得区分が「低所得者Ⅰ」または「低所得者Ⅱ」の方は、「限
度額適用・標準負担額減額認定証」を「現役並み所得Ⅰ」、「現
役並み所得Ⅱ」の方は、「限度額適用認定証」を保険証と一
緒に医療機関などの窓口に提示いただくことで支払い額がそ
れぞれの区分の自己負担限度額までになります。
　入院したときや、外来の医療費が高額になるときは、事前に
市役所窓口に申請してください。
※�所得区分が「一般Ⅰ」、「一般Ⅱ」または「現役並み所得Ⅲ」
の方は、認定証の申請はできません。

・申請に必要なもの
　後期高齢者医療被保険者証、個人番号（マイナンバー）の
わかるもの
　後日、郵送により交付されます。

【自己負担限度額（月額）】

区分 負担
割合

外来限度額
（個人単位）

世帯の限度額
（入院＋外来）

現
役
並
み
所
得
者

課税所得Ⅲ
690万円以上 ３割 252,600 円＋（総医療費－ 842,000 円）

×１％〔140,100 円〕※

課税所得Ⅱ
380万円以上 ３割 167,400 円＋（総医療費－ 558,000 円）

×１％〔93,000 円〕※

課税所得Ⅰ
145万円以上 ３割 80,100 円＋（総医療費－ 267,000 円）×

１％〔44,400 円〕※

一般Ⅱ 2割

①または②の低い方
① 18,000 円
② �6,000 円＋（総医療費－�
30,000 円）× 10%�
（年間上限額 144,000 円）

57,600 円
〔44,400円〕※

一般Ⅰ
（課税所得145万円未満等） １割

18,000 円（年間限度額
144,000 円）

低所得Ⅱ １割 8,000 円 24,600 円
低所得Ⅰ １割 8,000 円 15,000 円

※〔�〕内の数値は、直近 12ヶ月以内に、外来＋入院（世帯）の高額療
養費が３ヶ月以上該当した場合の４ヶ月目以降の限度額となります。
・現役並み所得者とは、住民税課税所得金額が 145万円以上の被保険者
がいる世帯の方、かつ被保険者と 70歳から 74歳の方全員の収入合計
が 520 万円以上の方（被保険者が一人世帯の場合、収入額が 383 万
円以上の方。）。
・一般Ⅱとは、現役並み所得にあてはまらず、住民税課税所得金額が 28
万円以上の被保険者がいる世帯の方、かつ被保険者全員の「年金収入
＋その他の合計所得金額」が 320万円以上の方（被保険者が一人場合、
200万円以上の方）。
・一般Ⅰとは、住民税課税世帯で、現役並み所得にも、一般Ⅰ、低所得Ⅰ・
Ⅱにもあてはまらない方
・低所得者Ⅱとは、住民税非課税世帯で、低所得者Ⅰ以外の方。

・低所得者Ⅰとは、住民税非課税世帯で、世帯全員の所得がなく、年金収
入が 80万円以下の世帯員のみの方。老齢福祉年金を受給している方。

国民年金について
■国民年金加入者
　日本国内に住所をおいている 20歳以上 60歳未満の人で、
自営業者、農業従事者、学生、フリーター、無職、厚生年金
等をやめた方等が該当します。
■保険料の金額
　保険料は収入や年齢を問わず一律で、令和 4年度は月額
16,590 円です（保険料は毎年変わります。）。また、保険料
をまとめて納めると割引になる前納制度があります。
■納付方法
　日本年金機構から送付される納付書で納めていただくか、
口座振替やクレジットカードでの納付も可能です。
•�納付書で納める場合…�金融機関（銀行、農協、郵便局）およびコンビニ
※市役所や各出張所では納められません。
• 口座振替で納める場合…市役所、金融機関にある「国民年

金保険料口座振替申出書」で申し
込みます。

• クレジットカードで納める場合…市役所や年金事務所にて
申し込みます。

■保険料の免除
　申請免除と法定免除があります。
• 申請免除
　所得の減少、離職、災害など特別な事情で納めるのが困難
な場合には、申請により保険料納付の全部または一部を免除
されることがあります。免除の決定は本人・配偶者・世帯主
の前年の所得に基づき、日本年金機構で行います。
　また、出産予定日又は出産日が属する前月から 4ヶ月間（産
前産後免除期間）の国民年金保険料が免除されます。なお、
多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の 3ヶ
月前から 6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
・法定免除
　障害年金（1級・2級）を受給している期間や、生活保護
を受給している期間の保険料は、法的に免除されます。該当
する場合には届出が必要です。
■学生納付特例
　学生の場合（対象の学校に通う学生）は、納付が猶予され
る学生納付特例があります。学生本人の前年の所得が 118�
万円未満で保険料を納めることが困難であるとき、申請によ
り学生である期間中保険料の支払いを猶予するものです。ま
た、猶予された保険料は 10年以内であれば遡って納めるこ
ともできますが、2年以上経過後は保険料に一定の加算額が
かかります。追納されない月分は、年金額には反映されませ
ん（期間は受給資格期間に算入されます。）。
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■納付猶予制度
　本人（20歳から 50歳未満）および配偶者の所得要件によ
り、保険料の納付を猶予するもので世帯主（本人の場合を除
く。）の所得は問われません。猶予された保険料は、10年以
内であれば遡って納められますが、2年以上経過後は保険料
に一定の加算額がかかります。追納されない月分は、年金額
には反映されません（期間は受給資格期間に算入されます。）。
■老齢基礎年金
　次の資格期間を合わせて 10年（120月）以上満たす場合、
65歳から受給することができます。
•�第１号被保険者の保険料納付期間
•�保険料免除期間（一部免除に該当している場合には、残り
の部分を納付していること）
•�厚生年金保険加入期間
•�共済組合の組合員期間
•�第３号被保険者期間
　国民年金は 40年納付で満額になり、未納や免除期間がある
ときや 65歳未満で請求をすると一定の割合で減額になります。
■障害基礎年金
　国民年金加入期間中に障がいの状態になった場合で次のい
ずれかの要件を満たす場合に受給できます（国民年金法によ
る 1・2級に該当した場合です。身体障害者手帳や療育手帳
の交付を受けていても該当になるとは限りません。）。
１．国民年金加入中に病気やケガで障がいの状態になったとき
２．60歳以上で国民年金の加入者でなくなった後で、65歳

未満で国民年金の支給を受けていない場合に障がいの状
態になったとき

３．20歳前に負った病気やケガで障がいの状態になったとき
※１または２の要件を満たしても年金保険料の納付状況によ
り受給できない場合があります。

■遺族基礎年金
　国民年金に加入している人が死亡したときその人によって
生計を維持されていた遺族（18歳未満の子のある配偶者ま
たは子）に支給されます。受給の要件は以下のとおりです。
•�死亡日の前々月までの国民年金の加入期間のうち、保険料
納付済期間が 3分の 2以上あること
•�令和 8 年 3 月 31 日以前に死亡した場合、死亡した方が
65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの 1
年間に保険料の未納がないこと

高齢者予防接種について
【お問い合わせ先】　健康推進課（☎ 358-0512）
　市では予防接種法に基づき、高齢者の予防接種費用の一部
を負担します。
　免疫力が低下している高齢者にとって、インフルエンザや
肺炎球菌は、り患すると重症化しやすい感染症です。ワクチ
ン接種は、これらの感染症の発病予防や特に重症化予防に効
果があります。
　下記対象者で接種を希望される方および、実施期間や自己
負担額等接種の詳細を確認したい方は、担当課までお問い合
わせください。
・対象者
■インフルエンザ予防接種
(1)65 歳以上の方
　※接種日時点の年齢
(2)60 歳から 65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の機能また
はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害等級 1
級相当の障がいを有する方

■肺炎球菌予防接種（対象者については、変更になる場合もあります。）
(1)65、70、75、80、85、90、95、100�歳の方
　※年度末の年齢
(2)�60 歳以上 65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器
の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に
障害手帳 1級相当の障がいを有する方

※過去に肺炎球菌ワクチンを接種された経験がある方は、対
象者から除外されます。

地域の相談員（民生委員・児童委員、障害者相談員）について
　相談員には、守秘義務が課せられていますので、安心して
ご相談ください。
■民生委員・児童委員

【お問い合わせ先】　長寿福祉課（☎ 358-0513）
　子どもからお年寄りまで、生活上のあらゆる心配事等の相
談に応じ、地域福祉のために幅広い活動を行っています。

【主な相談内容】
•�高齢者や障がい者等の介護等に関する相談
•�子育て、教育、学校生活等に関する相談　
•�生活費、生活環境、家族関係等に関する相談
■身体障害者相談員・知的障害者相談員

【お問い合わせ先】　地域福祉課（☎ 358-3294）
　地域の身近な相談先として障がい者の日常生活の悩みや福
祉サービスの窓口等の相談に応じます。

国保・後期高齢者医療・年金

国
保
・
後
期
高
齢
者
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療
・
年
金

健康長寿
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生活保護について
【お問い合わせ先】　地域福祉課（☎ 358-3294）
　病気やケガなどにより働けなくなるなど、様々な事情で生
活に困った人を対象に最低限度の生活を保障するとともに、
自分たちの力で生活できるように支援することを目的とした
制度です。
■保護の申請から決定まで
　申請後、生活状況・健康状況・世帯収入・資産状況・扶養
義務者の状況などを調査し、原則 14 日以内（遅くとも 30
日以内）に決定します。
■生活保護の内容
•�生活扶助…衣食等日常生活に必要な費用
•�住宅扶助…家賃、地代、住宅の修理など
•�教育扶助…教材費等義務教育に必要な費用、給食費など
•�介護扶助…介護サービスなど
•�医療扶助…病気やケガの医療費
•�出産扶助…出産費用
•�生業扶助…高等学校の就学に必要な費用、仕事の技術や技

能の修得費
•�葬祭扶助…葬祭費用

富谷市自立相談支援センターについて
【お問い合わせ先】　富谷市自立相談支援センター（☎ 358-3391）
　収入が少なくて家計のやりくりが大変、仕事が不安定で転
職したい…など、今後の生活に不安を感じている方からの相
談を受け、解決に向けて一人ひとりの状態に応じた支援を
行っています。
・対　　象　富谷市民の方
　　　　　　（生活保護を受けている方は対象外です）
・時　　間　平日　午前 8時 30分～午後 5時 30分
　　　　　��※予約不要（正午～午後 1時を除く）
・設置場所　地域福祉課内

福祉健康センターについて
【お問い合わせ先】　福祉健康センター（☎ 358-7466）
　福祉健康センターは、ふれあいの場、健康づくりの場、そ
して、生きがい活動の場として、おおむね 60歳以上の市民
の皆さんを支援する施設です。平成 29年 4月より、指定管
理とし、富谷市社会福祉協議会が管理運営を行っております。
　介護予防の拠点として、教養講座や健康づくりのための介
護予防教室など多彩な事業を行っています。シニア向け運動
マシンも設置しております（団体での利用は事前に申し込み
ください。使用目的等により一部利用料金を申し受けること

があります。）。
•�開所時間は、8時 30分から 17時 30分までです。
•�土・日曜日、祝日、年末年始は、休館となります。
•�福祉健康センターへは市民バスをご利用ください。

在宅サービスについて
【お問い合わせ先】　高齢者生活支援事業　保健福祉総合支援

センター（☎ 348-1138）
　在宅の高齢者の方々が、地域で自立した生活を送るための
介護保険サービス以外の事業です。

事業名 内容 対象者
利用者
負担

給食
サービス

事業

栄養とバランスのと
れた食事の提供
（平日の昼食）

おおむね 65歳
以上の一人暮
らし高齢者お
よび高齢者の
みの世帯の方
で食事の援助
が必要な方

①一般食
300円
／1回
②病態食
300円
／1回

家族介護用品
（紙おむつ）

支給事業
紙おむつの支給

要介護状態区
分が 4・5の認
定を受け在宅
で生活されて
いる方 (※排泄
のほぼ全てを
おむつで管理
している方 )

600円
／1ヶ月
あたり

会食交流事業
（虹いろ会
食サロン）

公民館を利用して地
域高齢者の会食交流
を図る

おおむね 65歳
以上の一人暮
らし高齢者

500円
／1回

在宅家族介
護者元気回
復（ショー
トステイ）

事業

家庭において要援護
高齢者等を介護して
いる家族に代わり、
介護を一時的に委託
介護老人福祉施設等
において行うことに
より、介護者の負担
軽減とリフレッシュ
を目的とする。
※利用日数　７日以
内（年間）

要介護状態４・
５の在宅の方
要介護状態３
で認定調査員
が評価する認
知症高齢者の
自立度がⅢ以
上の在宅の方

原則
無料
（介護保
険適用
分のみ）

在宅家族介
護者緊急支
援（ショー
トステイ）

事業

介護者がやむを得な
い事由（疾病・災害
等）により一時的に
家を離れる場合に、
日常生活を営むこと
が困難と判断される
要援護高齢者の方を
委託介護老人福祉施
設等で受け入れ、一
時的に生活をするも
の。
※原則として７日以
内（１回あたり）

身体が虚弱等
のため日常生
活を営むのに
支障がある概
ね 65歳以上の
市内に居住す
る者（65 歳未
満の者であっ
て特に必要が
あると認めら
れる者を含む）

830円
／１日

健康長寿

健
康
長
寿
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介護者教室・
交流事業

介護に関する勉強会
及び介護者の交流事
業

介護されてい
る家族の方及
び介護に興味
のある方

無料

富谷市認知
症の人と
家族の会

月 1回座談会・情
報交換会（年 1～ 2
回研修会あり）

認知症の本人・
家族

原則
無料

高齢者
補聴器
購入費

助成事業

補聴器購入に対する
助成
※�申請にあたり事前
相談を要す。

次のいずれにも
該当する方
①満65歳以上
②�身体障害者手
帳（聴覚）の
交付を受けて
いないこと
③�平均聴力レ
ベルが両側
40dB以上か
つ上記手帳交
付対象外
④�市税の滞納が
ないこと
⑤�過去に本助成
を受けていな
いこと

補聴器購
入額の範
囲内で上
限2万円
を助成

※�事業によっては、申請書類等必要なものがあります。詳細は保健福祉
総合支援センターまでお問い合わせください。

介護保険制度について
【お問い合わせ先】　長寿福祉課（☎ 358-0513）
　　　　　　　　　保健福祉総合支援センター（☎ 348-1138）
　40歳以上の皆さんは、富谷市が運営する介護保険の加入
者（被保険者）です。保険料を納め、介護や支援が必要であ
ると認められた場合には費用の一部（原則 1割、一定所得以
上は 2割または 3割）を支払ってサービスを利用できます。
・65歳以上の人（第 1号被保険者）
　介護認定を受けた場合、サービスを利用できます（介護が
必要となった理由は問いません。）。
・40歳以上 65歳未満の人（第 2号被保険者）
　老化が原因とされる病気（特定疾病）により介護認定を受
けた場合にサービスを利用できます。

■介護サービスを利用するまでの流れ
　介護サービスを利用するには、富谷市に申請をして、要介
護認定を受ける必要があります。介護サービスを利用するま
での流れは次のようになっています。

相談 介護サービスが必要になったら、まずご相談くださ
い。お電話でも来庁でもお気軽に、ご相談ください。

↓

申請

要支援・要介護認定の申請
窓口は、保健福祉総合支援センター
　　　　長寿福祉課、各地域包括支援センター
＜申請に必要なもの＞
介護保険被保険者証
健康保険被保険者証（40歳～ 65歳未満の方のみ）

↓

認定調査
市の調査員が自宅等を訪問し、心身の状況などにつ
いての調査を行います。また、市から主治医宛心身
の状況についての意見書の作成を依頼します。

↓

審査・
判定

訪問調査の結果によるコンピュータ判定と医師の意
見書を基に「介護認定審査会」で審査し、要介護状
態区分の判定が行われます。

↓

認定・
通知

介護認定審査会の審査結果にもとづいて「自立 (非
該当 )」「要支援 1～ 2」「要介護 1～ 5」までの区
分に分けて認定され、その結果を通知します。

↓

認定通知を
受けとった

ら

※居宅サービスを希望する方は、介護支援専門員 (ケ
アマネジャー )を選びましょう。また、施設サービ
スを希望する方は、施設に直接申し込みをしてくだ
さい。
※要支援認定を受けた方は、お住いの圏域の地域包
括支援センターにご相談ください。

↓

介護サービ
ス計画の

作成

認定結果を基に、心身の状況に応じて介護支援専門
員（ケアマネジャー）と話し合い、介護サービス計
画を作成します。施設に入所して利用する介護サー
ビスについては、入所する施設内で介護サービス計
画を作成して利用することになります。

■主な介護保険サービス

在宅
サービス

●自宅に来てくれるサービス
訪問介護（ホームヘルプ）、訪問入浴介護、訪問看護、
訪問リハビリテーションなど
●お出かけして受けるサービス
通所介護（デイサービス）、短期入所生活介護（ショー
トステイ）、通所リハビリテーション（デイケア）な
ど
●住みやすくするサービス
福祉用具貸与、住宅改修費支給、特定福祉用具購入
費支給など

施設
サービス

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人
保健施設、介護医療院
※特別養護老人ホームへの新規入所は、原則として、
要介護 3～ 5の方が対象となります。要介護 1～
2の方の入所については、居宅において、日常生
活を営むことが困難なやむを得ない理由がある場
合に限られます。

地域
密着型

サービス

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）、小規
模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
など

健康長寿

健
康
長
寿



32

健
康
長
寿

■介護予防・日常生活支援総合事業
事業内容
・サービス対象者
　要支援 1・２の認定を受けた方または 65 歳以上で基本
チェックリスト（25項目）により事業対象者と判定された
方（地域包括支援センターによるケアプラン作成などが必要）
・サービス内容
〔�訪問型サービス�〕
・訪問介護相当サービス（ホームヘルプサービス）
・生活支援型訪問サービス（家事支援を主としたサービス）
〔�通所型サービス�〕
・通所介護相当サービス（デイサービス）
・筋トレ型通所サービス
〔�一般介護予防事業�〕
・サロン型通所サービス
問い合わせ先　（P19参照）
　各地域包括支援センター
　長寿福祉課介護保険担当　☎ 022-358-0513
　保健福祉総合支援センター　☎ 022-348-1138

障害者総合支援制度（障害福祉サービス）について
【お問い合わせ先】　地域福祉課（☎ 358-3294）
　心身に障がいのある方が、種別（身体障がい・知的障がい・
精神障がい、難病患者等）にかかわらず、必要とするサービ
スを利用できるよう、障がいの程度や社会活動、介護者や住
居などの状況をふまえ必要な支援を行います。
　これらのサービスを利用するためには申請が必要です。
　なお、自己負担は原則１割負担ですが、世帯の課税状況に
よって、月額負担上限額が設定されます。
■サービスを利用するまでの流れ
①申請・相談 窓口は地域福祉課

②訪 問 調 査 市の調査員の訪問などによる心身の状況やサービス
の利用量を調査

③審査・判定 コンピューター判定と障害支援区分審査会での審査
判定

④認定・通知 サービスの支給量が決まり次第、受給者証を発行し
ます。

■障害福祉サービス（介護給付・訓練等給付）
主なサービスの名称

訪問系
サービス

居宅介護（ホームヘルプ）、重度訪問介護、同行援護、
行動援護、重度障害者等包括支援

日中活動系
サービス

生活介護、自立訓練（機能型・生活訓練型・宿泊型）、
就労系サービス（移行支援・A型・B型）、就労定着支援、
療養介護

居住系
サービス

施設入所支援、共同生活援助（グループホーム）、短
期入所（ショートステイ）

特別障害者手当について

【お問い合わせ先】　地域福祉課（☎ 358-3294）
　日常生活において常時特別介護を必要とし著しく重度の障
がいのある在宅の 20歳以上の方に対して支給します。
・助成内容　月額 27,000 円（令和 4年 4月現在）
・所得制限があります
※年度ごと等、金額の変更あり

高齢者・障がい者　外出支援乗車証「とみぱす」

【お問い合わせ先】
　高齢者の方：長寿福祉課（☎ 358-0513）
　障がい者の方：地域福祉課（☎ 358-3294）
■対象者
　毎年４月１日現在、富谷市住民基本台帳に登録されており
外出ができる下記①～③のいずれかを満たす方
　①　70歳以上の方
　②　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

のいずれかを所持している 18歳以上の方
　③　運転免許証を自主返納した 60歳以上 70歳未満の方
■内容
　バス・地下鉄等の運賃を年間２万円分（うち１割は自己負担）助成

重度障がい者等福祉タクシー利用券助成事業

【お問い合わせ先】　地域福祉課（☎ 358-3294）
　重度障がいや要介護状態により、介助があっても公共交通
機関の利用が極めて困難な方に対し、タクシー利用料金の一
部を助成するチケットを交付します。
■対象者
　富谷市住民基本台帳に登録されており、かつ在宅の方で、
下記の要件に該当する方
①身体障害者手帳の障害程度が 1種 1級または 1種 2級に
該当し、障害の部分が上肢・下肢及び体幹並びに移動障害
単独で 1級または 2級に該当する方
②身体障害者手帳の障害程度が視覚・腎臓・呼吸器・心臓障
害単独で 1種 1級に該当する方
③精神障害者保健福祉手帳 1級に該当する方
④療育手帳Aに該当する方
⑤人工透析療法を受けている方
⑥在宅酸素療法を受けている方
⑦介護保険法に定める要介護認定者のうち要介護 3・要介護
4・要介護 5に該当する方
※�施設入所者または「とみぱす」を利用されている方は交付
対象にはなりません。

■助成内容　上限 18,000 円（年額）
　※申請月によって減額あり

健康長寿
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公民館の利用について
　公民館で実施する、各種講座やサークルの案内などについ
ては、5月に配布される”生涯学習のススメ”をご覧ください。
【お問い合わせ先】　各公民館
富谷中央公民館（☎�358-2036）、富ケ丘公民館（☎�358-2538）、
東向陽台公民館（☎�373-8271）、あけの平公民館（☎�358-9277）、
日吉台公民館（☎�358-8293）、成田公民館（☎�348-3955）
１．開館時間　9時から 21時
２．休 館 日　年末年始（12月 29日から 1月３日まで）
３．使 用 料　使用箇所により料金が異なります。市ホーム

ページによりご確認ください（公共施設案内
からお入りください。）。

４．利用申し込み
•�公民館備え付けの申請書により、窓口で申し込みください。
•�受付時間は、平日の 8時 30分から 17時 30分までです。
なお、電話での予約はできませんが、施設の利用状況はあ
らかじめ確認することができます。
•�申請受付開始期間は、使用する日の前月からとなります。
■申請受付期間

申請者 受付優先期間
サークル登録している団体 毎月 1日～ 7日
社会教育団体・一般利用者 毎月 8日～
週 2 回目の申請をする場合 毎月 15日～

図書室の利用方法について
【お問い合わせ先】　各公民館
１．開館時間　火～金曜日　9時～ 17時
　　　　　　　土・日曜日、祝日　9時～ 15時
２．休 室 日　月曜日（月曜日が祝日の場合は、翌火曜日）
　　　　　　　年末年始、図書整理期間（随時お知らせします）
■はじめて利用するとき
•�本を借りるには、登録する必要があります。公民館の窓口
で申請してください。住所の確認できるものが必要になり
ます。
•�公民館図書室利用カードを発行します。6公民館のどこか
らでも借りることができます。
•�小学生以下の場合は、保護者による申請のうえ登録できます。
■本を借りるとき・返すとき
•�借りられる冊数は 10冊で、期間は 2週間までです。
•�返却はどの公民館でも可能です。
■その他
•�予約・リクエストカードがあります。
•�他の公民館にある本を取り寄せることができます。
•�宮城県図書館や他市町村の図書館にある本も取り寄せるこ

とができます。
■本を検索するとき
•�市内にある全ての公民館の蔵書を検索することができます。
•�検索は図書室のパソコンのほか、自宅のパソコンやご自身
の携帯電話などで行うことができます。

■インターネットサービスを利用するとき
・本の予約申込、貸出・予約状況の確認、メールアドレスの
登録・変更ができます。富谷市ホームページにて登録方法、
ご利用方法の詳細をご覧ください。ご利用にあたり、図書
室利用カード、窓口での初期パスワードの発行が必要にな
ります（平日のみ受付）。

施設情報
【お問い合わせ先】　各施設
　災害や感染症の影響により施設利用に制限がかかる場合が
ございますことをご了承願います。
■富谷市総合運動公園　（☎ 358-5400）
　富谷スポーツセンター（バレーボールコート４面の広さの
アリーナ）、富谷武道館（柔道場 2面（196畳）の広さのアリー
ナとトレーニング室）、多目的グランド、テニスコート、スポー
ツ交流館があり、スポーツを総合的に楽しむことができます。
・開館時間　９時～ 21時
・ 休 館 日　月曜・年末年始（月曜が祝日の場合はその翌日）
■富谷市民俗ギャラリー　（☎ 358-1531）
　ひと昔前まで暮らしの中で使われていた生活道具や農具な
どの民俗資料を中心に、歴史・考古資料もあわせて展示して
います。
■西成田コミュニティセンター　（☎ 358-2551）
　もと小学校の施設を再活用しているため、温もりを感じる
校舎や広い校庭は、訪れる人に心の安らぎを与えてくれます。
　また、運動広場は夜間照明を完備しており、夏祭り、運動
会など文化活動・スポーツ等にご利用いただけます。宿泊も
可能です。
・開館時間　９時～ 21時　・休館日　　月曜・年末年始
・予約・問合せ　358-5400（生涯学習課）
■文化創造の森　大黒澤苑　（☎ 348-8105）
　春にはサクラやツツジ、カタクリなどが見られるほか、秋
には紅葉が見られ、四季折々の風景が楽しめます。
　「研修棟」の大広間・和室では、各種社会教育団体の会合、
老人クラブ活動、サークル活動など、コミュニティ活動の場
としてご利用いただけます。
・開館時間　９時～ 17時
・ 休 館 日　月曜・年末年始（月曜が祝日の場合はその翌日）
・予約・問合せ　358-5400（生涯学習課）

生
涯
学
習

生涯学習
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とみや学園（高齢者教育事業）
【お問い合わせ先】各公民館
　シニア世代が学習やスポーツ・文化活動を通して、仲間と
ふれあいを深め、明るく楽しい充実した学園生活を送ってい
ただくことを目的に、とみや学園を開校しています。
・対　象　おおむね 60歳以上の方
・時　間　10時～ 11時 30分　
※無料ですが、必要に応じて集金があります。
　年度途中の入校については、ご連絡ください。　
■富谷中央校　（富谷中央公民館　☎ 358-2036）
　第 3火曜日に開催
■富ケ丘校　（富ケ丘公民館　☎ 358-2538）
　第 2火曜日に開催
■東向陽台校　（東向陽台公民館　☎ 373-8271）
　第 3水曜日に開催
■あけの平校　（あけの平公民館　☎ 358-9277）
　第 4木曜日に開催
■日吉台校　（日吉台公民館　☎ 358-8293）
　第 2月曜日に開催
■成田校　（成田公民館　☎ 348-3955）
　第 2木曜日に開催

子育てサロン・お話し会
【お問い合わせ先】各公民館
　地域のボランティアの協力のもと、未就学児親子が自由に
遊びながら交流を深めることができるようにサポートする、
あそびとふれあいのひろばです。
・対　象　未就学児親子　※予約・申込は不要です。
■富ケ丘公民館
　「どーなっつ」　　第 3火曜日　10時 30分～ 11時
　「オアシス・ルーム」　第2月曜日　10時 30分～ 11時 30分

第 3金曜日　15時 30分～ 16時 30分
■成田公民館
　「ぐーちーぱー」　第 2水曜日　10時 30分～ 11時
　「おはなしぴよぴよ」　第 3水曜日　11時～ 11時 30分
■東向陽台公民館
　「うたあそびーば」　　第 1水曜日　10時～ 11時 30分
　「おはなしやま」　　　第 4木曜日　10時 30分～ 11時
■あけの平公民館
　絵本のよみきかせ会「とみや♡こっこの会」
　　　　　　　　　第 3木曜日　10時 30分～ 11時 30分
　※�新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、お休みする
ことがあります。詳しくは各公民館にお問い合わせください。

生涯学習

生
涯
学
習
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議会・広報・広聴

議
会
・
広
報
・
広
聴

議会
　市長と市議会議員は、４年ごとの選挙で選ばれ、私たちの
住む富谷市を住みやすくするための、市の運営をゆだねられ
ています。
　市議会議員は、議会を通して、市長が行政運営を行うため
に必要な条例や予算を審査し議決します。
　また、市長は議会の議決した意思に従って、住民の福祉向
上を目指し “まちづくり ”のために事務執行していきます。
　市議会は、年４回開催される「定例会」（２月、６月、９月、
12月）と、必要に応じて開催される「臨時会」があります。

委員会
　委員会は、議会運営委員会、常任委員会（総務、教育民生、
産業建設）、特別委員会（議会広報調査、予算・決算審査）
があり、それぞれ担当すべき分野ごとに、調査や審査を行っ
ています。

市議会の傍聴
　本会議（定例会・臨時会）は、議場にて傍聴することがで
きます。市民の皆様にとって身近な問題について話し合われ
ていますので、どうぞお越しください。
　また、本庁舎市民交流ホールでは、モニターによるライブ
配信も行っています。

請願と陳情
　市民の皆様は、市が行うことに関して意見や要望がある場
合、以下により、「請願書」や「陳情書」を提出することが
できます。
　請願書を提出する場合は、市の議員の紹介が必要になり、
陳情書を提出する場合は、市の議員の紹介はいりません。
１　文章で提出し、邦文を使います。
２　表紙に請願書（「陳情書」も同じ記入方法です。）と明記

し、提出年月日、請願者（法人の場合は代表者）の住
所を記載し、請願者（法人場合は代表者）が署名、ま
たは記名押印します。

３　請願書の場合は、表紙に紹介議員の署名、または記名押
印が必要です。

広報とみや
　市からのお知らせ、まちでの出来
事、各種講座や様々なイベント情報
等を掲載して、月１回、毎月１日に
発行しています。
　特集の内容は動画（YouTube「と
みや生活」）でもご覧いただけます
ので、ぜひご覧ください。

ＳＮＳを活用した情報発信
　市では、公式ホームページはもちろん、公式 Facebook
や Twitter・Instagram・LINE・YouTube により様々な情
報を発信しています。

ちょっと聞いて私の声
　市では、市民の皆さんの声が届く市政を心がけております。
市政についてのご意見・ご提案など、皆さんの声をお聞かせ
ください。皆さんからの貴重な声は、すべて市長が内容を確
認し、今後の市政運営に生かしてまいります。
　また、住所・氏名の記載のあるものにつきましては、回答
書をお送りします。
　ご意見・ご提案は、広報紙とともに配布する用紙や市ホー
ムページからメールにてお寄せください。



36

交通安全について
■交通安全教材の貸し出し
　交通安全教育に利用できる模擬信号機などを無料で貸し出
します。
　町内会、子供会、老人クラブなどで積極的に活用してくだ
さい。
■貸出用品
　交通安全教育用信号機・道路標識セット
　交通安全DVD（高齢者用）

１１９番の正しい利用方法について
■慌てず、落ち着いて
　１１９番のダイヤルをしたら、電話の担当者の問いかけに
順番に答えていきましょう。そうすることにより、自然に必
要なことだけを伝えるようになり、時間も最短ですみます。
また、これが「落ち着いて」ということに通じます。
　１１９番通報をした場合、次のように応答しましょう。

消　防　署 通　報　者

「はい。こちら消防署です。
火災ですか？救急ですか？」

「火災です。」または
「救急です。」

「場所（現場）はどこですか？
「目標となるものはありますか？」

「場所（現場）は○○です。
「目標は□□です。」

「火災は何が燃えていますか？」
または
「救急はどのような事故ですか？」

「火災は○○が燃えています。」
または
「救急は□□の事故です。」

「通報者の方のご住所、お名
前、電話番号は？」

「富谷市○○×丁目□□です。
電話番号は、△△△△です。」

「わかりました。」

※その他必要な問いかけがありますので、「落ち着いて」答
えるようにしましょう。

住宅用火災警報器について
■住宅用火災警報器の設置
　すべての住宅について、火災警報器の設置が法律で義務付
けられています。寝室や階段、台所の天井、壁面に住宅用火
災警報器を設置し、火災が発生した場合の逃げ遅れを防止し
ましょう。
■設置している方は点検を！
　万一の火災に備えて、警報器が正常に作動するか、最低で
も１年に１回は点検をしましょう。

●点検方法
・警報器に付いているひもを引くかボタンを押す
　　　　　　▼
・音が鳴るか確認（もう一度ひ
もを引くかボタンを押すと止
まります）

※電池式の場合、電池が切れそ
うになると音や光で知らせて
くれる機能が付いています。

避難場所について
　富谷市では、災害対策基本法及び富谷市地域防災計画にも
とづき、災害が発生し、または発生するおそれがある場合に
備え、緊急避難場所及び避難所を確保しております。
　また、これらのほか、自主防災組織などが、地区集会所の
敷地や建物、公園などを活用する避難場所や避難所がありま
す。
　避難の基本的な流れ、避難所等一覧、避難場所等について
は、次ページから掲載しております。
■指定緊急避難場所
　災害の発生に伴い、市民の皆さんが自発的に危険から避難
する場所で、学校の校庭や公園などが指定されています。
■指定避難所・一時避難所
　指定避難所は、災害の発生により住居の場所を失ったり、
避難指示などの発令に伴い避難されてきた市民の皆さんが、
一定期間滞在するための場所として、災害対策基本法に基づ
き指定する避難所です。主に公民館や小・中学校の体育館な
どを指定しております。
　なお、一時避難所は、災害による危険から避難してきた住
民等が地域の町内会館へ一時的に集合し、危険が去るまで一
時的に滞在する施設です。建物の被災状況や地域の被害状況
等によっては、指定避難所へ移動します。
■防災備蓄倉庫
　市では、いざというときのために市内の公共施設などに防
災備蓄倉庫を整備し、必要な資材や機材を保管しています。
●防災備蓄倉庫保管物品
　発電機・簡易トイレ・毛布・ローソク・ポリタンク・懐中電灯・
担架・　救急箱　など
■防災行政無線（スピーカー）
　市では、災害時における情報伝達機能の強化を目的として、
防災行政無線を整備しております。地震などの自然災害など
が発生したときには、防災行政無線を活用して市からのお知
らせを発信いたします。

交通安全・防火・防災
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災害発生

●自らの安全確保
●家族の安全確保 
●正確な情報収集 
●冷静な行動 
●できるだけ団体で行動

自　　宅

状況により避難

倒壊の危険・火災の危険

指定緊急避難場所、避難場所

指定避難所

●一時避難して周囲の状況を確認
●地域の活動に協力
●けが人救護
●火災が発生していれば初期消火

●自宅で周囲の状況を確認
●隣近所との助け合い

●指定緊急避難場所、避難場所
　公園、町内会館など
災害による危険から避難してきた住民等が、一
時的に集合し、危険が去るまで、一時的に滞在
する場所。

●指定避難所
　公民館、小・中学校など 
地震などの被害による倒壊、焼失などで被害を
受けた住民、または被害を受ける恐れのある住
民が避難する施設。指定緊急避難場所を兼ねて
いる。

被害が拡大
公民館や学校施設の安全を確認

避難指示発令

あるない

日頃より備えるもの

地震などの大きな災害が起きると、家族や知
人などに多くの人が一斉に連絡をとるため、
電話がつながりにくい状況になります。そん
な時「災害用伝言ダイヤル」が役立ちます。
伝言の録音・再生方法は右のとおりです。 

音声ガイダンスに従って
伝言の録音・再生

災害用伝言ダイヤルについて
■録音可能な伝言数
　1電話あたり　1～20伝言
■録音時間
　１伝言あたり　30秒以内
■伝言の保存期間
　災害用伝言ダイヤル（171）の運用終了まで
■利用可能な電話
　・一般電話　・公衆電話
　・携帯電話　・PHS

○すぐに持ち出す物品 
・食糧（ビスケットやチョコレート等）・飲料水（目安は1人1
日３ℓ）・携帯ラジオ ・懐中電灯 ・ローソク ・ライター、
マッチ ・現金（小銭）・免許証、健康保険証のコピー ・軍手、手
袋 ・救急袋、常備薬 ・レジャーシート ・タオル・ビニール
袋 ・トイレットペーパー ・ウェットティッシュ・ホイッス
ル ・マスク ・体温計

○3日間以上の生活に必要な物品（推奨７日間分以上）
・食糧（インスタントラーメン、切り餅、缶詰（パン、魚など）、
ビスケット、ソーセージ、味噌汁、キャンディ、塩　など）・飲
料水（目安は１人１日３ℓ）・衣類（上着、下着、靴下）・タオ
ル、バスタオル ・毛布 ・雨具 ・予備電池 ・卓上コンロ・わ
りばし、コップ・ラップ、アルミホイル ・歯ブラシ、石鹸 ・携
帯電話の充電器（電池式など）・新聞紙 ・メモ帳、ペン

● 安否確認方法
○災害用伝言ダイヤルを活用しましょう 

「171」番をダイヤル

■録音方法
171+1+自宅の電話番号
（市外局番からダイヤル）

■再生方法
171+2+自宅の電話番号
（市外局番からダイヤル）
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※指定緊急避難場所等の詳細は、P36参照。

避難の基本的な流れ
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災害発生

●自らの安全確保
●家族の安全確保 
●正確な情報収集 
●冷静な行動 
●できるだけ団体で行動

自　　宅

状況により避難

倒壊の危険・火災の危険

指定緊急避難場所、避難場所

指定避難所

●一時避難して周囲の状況を確認
●地域の活動に協力
●けが人救護
●火災が発生していれば初期消火

●自宅で周囲の状況を確認
●隣近所との助け合い

●指定緊急避難場所、避難場所
　公園、町内会館など
災害による危険から避難してきた住民等が、一
時的に集合し、危険が去るまで、一時的に滞在
する場所。

●指定避難所
　公民館、小・中学校など 
地震などの被害による倒壊、焼失などで被害を
受けた住民、または被害を受ける恐れのある住
民が避難する施設。指定緊急避難場所を兼ねて
いる。

被害が拡大
公民館や学校施設の安全を確認

避難指示発令

あるない

日頃より備えるもの

地震などの大きな災害が起きると、家族や知
人などに多くの人が一斉に連絡をとるため、
電話がつながりにくい状況になります。そん
な時「災害用伝言ダイヤル」が役立ちます。
伝言の録音・再生方法は右のとおりです。 

音声ガイダンスに従って
伝言の録音・再生

災害用伝言ダイヤルについて
■録音可能な伝言数
　1電話あたり　1～20伝言
■録音時間
　１伝言あたり　30秒以内
■伝言の保存期間
　災害用伝言ダイヤル（171）の運用終了まで
■利用可能な電話
　・一般電話　・公衆電話
　・携帯電話　・PHS

○すぐに持ち出す物品 
・食糧（ビスケットやチョコレート等）・飲料水（目安は1人1
日３ℓ）・携帯ラジオ ・懐中電灯 ・ローソク ・ライター、
マッチ ・現金（小銭）・免許証、健康保険証のコピー ・軍手、手
袋 ・救急袋、常備薬 ・レジャーシート ・タオル・ビニール
袋 ・トイレットペーパー ・ウェットティッシュ・ホイッス
ル ・マスク ・体温計

○3日間以上の生活に必要な物品（推奨７日間分以上）
・食糧（インスタントラーメン、切り餅、缶詰（パン、魚など）、
ビスケット、ソーセージ、味噌汁、キャンディ、塩　など）・飲
料水（目安は１人１日３ℓ）・衣類（上着、下着、靴下）・タオ
ル、バスタオル ・毛布 ・雨具 ・予備電池 ・卓上コンロ・わ
りばし、コップ・ラップ、アルミホイル ・歯ブラシ、石鹸 ・携
帯電話の充電器（電池式など）・新聞紙 ・メモ帳、ペン

● 安否確認方法
○災害用伝言ダイヤルを活用しましょう 

「171」番をダイヤル

■録音方法
171+1+自宅の電話番号
（市外局番からダイヤル）

■再生方法
171+2+自宅の電話番号
（市外局番からダイヤル）
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※指定緊急避難場所等の詳細は、P36参照。

避難場所・避難所
エ
リ
ア

番
号

施
設
名
称

防
災
倉
庫

防
災
行
政
無
線

（
外
部
ス
ピ
ー
カ
ー
）

Ａ
Ｅ
Ｄ

富
谷
中
央
公
民
館
エ
リ
ア

1 富谷中央公民館� ○
２ 富谷市総合運動公園� ○ ○ ○
３ 富谷小学校� ○
４ 富谷中学校� ○ ○
５ 太子堂一丁目公園 ○
６ 西成田コミュニティセンター� ○ ○ ○
1 町上会館
2 町中会館
3 町下会館
4 一ノ関会館
5 ニノ関会館
6 三ノ関会館
7 太子堂会館 ○
8 志戸田会館 ○
9 穀田会館
10 原会館
11 大童会館 ○
12 今泉会館
13 大亀会館
14 石積会館
15 明石町内会館
16 西成田公会堂
17 ひより台一丁目会館
18 ひより台二丁目会館

富
ケ
丘
公
民
館
エ
リ
ア

7 富ケ丘公民館� ○ ○ ○
8 富ケ丘小学校� ○ ○ ○
9 鷹乃杜防災センター� ○ ○ ○
10 上桜木一丁目第２公園 ○
19 富ケ丘南部会館
20 富ケ丘北部会館
21 鷹乃杜第二会館
22 上桜木会館 ○

あ
け
の
平
公
民
館
エ
リ
ア

11 あけの平公民館� ○ ○ ○
12 あけの平小学校� ○ ○
13 富谷第二中学校� ○ ○ ○
14 とちの木１号公園 ○ ○
15 大清水二丁目第１公園 ○

エ
リ
ア

番
号

施
設
名
称

防
災
倉
庫

防
災
行
政
無
線

（
外
部
ス
ピ
ー
カ
ー
）

Ａ
Ｅ
Ｄ

あ
け
の
平
公
民
館
エ
リ
ア

23 熊谷公民館
24 とちの木会館
25 あけの平一丁目会館
26 あけの平ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
27 あけの平三丁目会館
28 大清水会館
29 大清水二丁目会館 ○

東
向
陽
台
公
民
館
エ
リ
ア

16 東向陽台公民館� ○ ○ ○
17 東向陽台小学校� ○ ○ ○
18 明石台小学校� ○ ○
19 東向陽台中学校� ○ ○
30 東向陽台第一会館
31 東向陽台第二会館 ○
32 東向陽台サニーハイツ会館
33 明石台会館
34 明石台第二会館
35 明石台第三会館
36 明石台第五会館
37 明石台第六会館
38 明石台第七会館
39 明石台第九会館

日
吉
台
公
民
館
エ
リ
ア

20 日吉台公民館� ○ ○ ○
21 日吉台小学校� ○ ○ ○
22 日吉台中学校� ○ ○ ○
40 日吉台一丁目会館
41 日吉台二丁目会館
42 日吉台三丁目会館
43 杜乃橋会館
44 杜乃橋第二会館

成
田
公
民
館
エ
リ
ア

23 成田公民館� ○ ○ ○
24 成田東小学校� ○ ○ ○
25 成田小学校� ○ ○
26 成田中学校� ○ ○ ○
45 成田三丁目会館
46 成田五丁目会館
47 成田七丁目会館

※避難場所については、●の他、各公園も対象。
※上記■内の は、指定避難所と兼ねており、グラウンド、駐
車場、運動場を指定緊急避難場所としている。指定緊急避難場所

避難場所・一時避難所

避
難
場
所
等
一
覧

避難場所等一覧
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公立黒川病院
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富谷市役所
別邸

市

コストコホールセール
富谷倉庫店

富谷交番

くろかわ商工会
富谷事務所

とみや
子育て
サロン

ぷらむ
保育園富谷

17

18

２ 富谷市総合運動公園

富谷スポーツセンター 1 富谷中央公民館

３ 富谷小学校

４ 富谷中学校

太子堂１丁目公園５

富谷武道館

Aエリア 太子堂・ひより台・町区

富谷I.C

コストコホールセール
富谷倉庫店

富谷交番

育

育
育 幼

MEGA
ドンキホーテ

富谷消防署

とみや杜の橘こども園

育

富ケ丘

鷹乃杜富ケ丘
菜の花

ぷらむ保育園大清水

ビッグハウス
上桜木果樹園の森
こども園

キッズフィールド大清水園
育

育大清水
　ぞうさん育

21 日吉台小学校

８ 富ケ丘小学校

９ 鷹乃杜防災センター

11 あけの平公民館

12 あけの平小学校

20 日吉台公民館

13 富谷第二中学校

43

44

42

41

40

18

10 上桜木一丁目第２公園

15 大清水二丁目第１公園

７ 富ケ丘公民館

とちの木1号公園14

22 日吉台中学校

避
難
場
所
エ
リ
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Ａ
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コストコホールセール
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２ 富谷市総合運動公園

富谷スポーツセンター 1 富谷中央公民館

３ 富谷小学校

４ 富谷中学校
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43
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41
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10 上桜木一丁目第２公園

15 大清水二丁目第１公園

７ 富ケ丘公民館

とちの木1号公園14

22 日吉台中学校

Bエリア 富ケ丘・鷹乃杜・日吉台・杜乃橋
上桜木・あけの平・とちの木・大清水

富谷明石台郵便局

成田交番

育

育

富谷
ひよこの里

ひよこのおうち

育アルシュ富谷こども園

向陽台はるかぜ

とみや子育て支援センター”とみここ”

24 成田東小学校

25 成田小学校

17 東向陽台小学校

26 成田中学校

45
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47

15

30

31

33

34

35

36

39

37
38

32

23 成田公民館

19 東向陽台中学校

16 東向陽台公民館

18 明石台小学校避
難
場
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23 成田公民館

19 東向陽台中学校

16 東向陽台公民館

18 明石台小学校
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23 成田公民館

19 東向陽台中学校

16 東向陽台公民館

18 明石台小学校

富谷市安全安心メール 問合せ先　富谷市総務部　防災安全課　☎358-3180

　富谷市では携帯電話などのメールで、富谷市が配信する防災や防犯情報を受信できる「富谷市安全安心メール」
を配信しています。
　地震や台風などによって災害が発生したとき（災害が発生する恐れがあるとき）の情報収集に活用しましょう。

■メールで受信できる情報
❶防災情報
地震、台風、大雨などによる災害
発生（災害発生の恐れ）の情報
避難勧告、避難指示、給水などの
生活関連情報
❷防犯情報
不審者情報など
❸その他の安全安心に関する情報
交通安全情報、熊の目撃情報など

■登録の方法
❶右の二次元バーコードを読み取り、空メールを送信してください。
　数分以内に登録用URL が記載されたメールが届きます。
　※メールアドレスを入力しても登録できます。
　　　　　　bousai.tomiya-city@raiden.ktaiwork.jp

❷配信情報を選択し、入力内容を確認後「登録」を押します。
❸数分以内に登録完了のお知らせメールが届きます。

　　詳しくは富谷市のホームページをご覧ください。



43

富谷明石台郵便局
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Dエリア 東向陽台・明石台

富谷市防災行政無線

　災害発生時に緊急情報や防災情報などを、市民の皆さんへお知らせするため、市内２７ヶ所へ防災行政無線を設
置しています。
　日ごろは、防災や交通安全、防犯などに関する啓発（土曜・日曜、祝日を除く）と、毎日ミュージックチャイム
を放送しています。

■ミュージックチャイム
「市民歌」を下記の時間に放送しています。
・10月～ 3月　16時　
・   4 月～ 9月　17時

■放送した内容の確認
下記にて放送内容を確認できます。聞き取りにくい場合などに、ご利用ください。
　富谷市防災行政無線テレフォンサービス　　☎358-3118

問合せ先　富谷市総務部　防災安全課　☎358-3180

避
難
場
所
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ア
Ｄ
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【公立病院】
医療機関名 所在地 電話番号 診療科目

公立黒川病院 黒川郡大和町吉岡字西桧木 60番地 (022)345-3101

内科、心療内科、外科、整形外科、リウマチ科、リハビ
リテーション科、泌尿器科、耳鼻いんこう科、眼科、小
児科、麻酔科、皮膚科、産婦人科、こう門科、消化器内科、
呼吸器内科、循環器内科

【小児科専門のお医者さんのいる医療機関】
医療機関名 所在地 電話番号 診療科目

明石台こどもクリニック 富谷市明石台六丁目 1番地 20
明石台ショッピングセンター内 (022)725-8815 小児科、アレルギー科

タウンクリニック　えん 富谷市明石台七丁目 1－ 5 (022）358-1976 小児科、内科、呼吸器内科
ちば小児科医院 富谷市富谷北裏 47番地 (022)358-0601 小児科
のりこ小児科 富谷市日吉台二丁目 24番地 2 (022)358-1212 小児科

【小児科・産婦人科・内科・外科等】
医療機関名 所在地 電話番号 診療科目

明石台整形外科 富谷市明石台二丁目 22番地 5 (022)351-2322 内科、外科、整形外科、リハビリテーション科、皮膚科
明石台内科 富谷市明石台五丁目 1番地 4 (022)772-5555 内科、消化器科、循環器科、小児科

やすこ女性クリニック 富谷市明石台六丁目 1番地 20
明石台ショッピングセンター内 (022)342-1255 婦人科、産科、内科

大清水内科クリニック 富谷市大清水一丁目 2番地 3 (022)346-0482 内科、循環器内科

富谷中央病院 富谷市上桜木二丁目１番地６ (022)779-1470 内科、皮膚科、眼科、歯科、呼吸器内科、循環器内科、
消化器内科、糖尿病内科、人工透析内科

富谷ファミリーメンタル
クリニック 富谷市上桜木二丁目 3番地 6 (022)725-4156 心療内科、精神科、老年精神科、児童精神科

上桜木しんがい脳神経外科 富谷市上桜木二丁目 3番地 14 (022)779-1377 脳神経外科、神経内科、内科、外科、
リハビリテーション科

佐藤病院 富谷市三ノ関坂ノ下 116番地 1 (022)358-6855 精神科、神経内科

長澤整形外科クリニック 富谷市富ケ丘二丁目 11番 12号 (022)358-7688 整形外科、リハビリテーション科

富ケ丘内科・アレルギー科 富谷市富ケ丘二丁目 11－ 44 (022)343-5512 内科、アレルギー科、小児科、呼吸器内科、循環器内科、
胃腸内科

仙台リハビリテーション病院 富谷市成田一丁目 3番地 1 (022)351-8118 内科、神経内科、リハビリテーション科
いとうクリニック 富谷市成田四丁目 1番地 11 (022)348-3051 内科、消化器科、小児科、外科、こう門科
新富谷Ｓ・Ｓレディース
クリニック 富谷市成田九丁目 1番地 20 (022)348-3534 産婦人科

日吉台きむら内科 富谷市日吉台一丁目 21番地 1 (022)348-0722 内科、呼吸器科、消化器科、循環器科
たいとみ胃腸内科医院 富谷市日吉台二丁目 34－ 2 (022)725-7201 胃腸内科、消化器内科、糖尿病代謝内科、内科

渋谷クリニック 富谷市日吉台二丁目 38番地 10 (022)348-5211 内科、外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、こう門科、
リハビリテーション科

富谷医院 富谷市ひより台一丁目 45番地 1 (022)358-2872 内科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、産婦人科、
消化器内科

【耳鼻いんこう科】
医療機関名 所在地 電話番号 診療科目

中谷クリニック（耳鼻科） 富谷市成田二丁目 1－ 3 （022)351-8033 耳鼻いんこう科
なりた耳鼻咽喉科 富谷市成田四丁目 18番地 8 (022)344-6208 耳鼻いんこう科
塚本耳鼻咽喉科医院 黒川郡大和町吉岡字中町 60番地 (022)345-2734 耳鼻いんこう科、気管食道科
三好耳鼻咽喉科クリニック 仙台市泉区泉中央１－ 34－１ （022)374-3443 耳鼻いんこう科
桂耳鼻科 仙台市泉区桂３－１－６ （022)375-3355 耳鼻いんこう科、アレルギー科
将監耳鼻咽喉科 仙台市泉区将監10丁目12－１－２（022)374-1551 耳鼻いんこう科

市内・近隣の医療機関
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【皮膚科】
医療機関名 所在地 電話番号 診療科目

泉中央皮ふ科クリニック 仙台市泉区泉中央１－ 26－５ （022)771-7410 皮膚科、アレルギー科
市名坂皮膚科クリニック 仙台市泉区市名坂字原田 198－１ （022)771-5733 皮膚科
将監皮膚科 仙台市泉区将監 13－ 7－ 4 （022)373-7080 皮膚科
おがわ皮フ科クリニック 仙台市泉区七北田字野山 10－ 34 （022)773-1255 皮膚科

【眼科】
医療機関名 所在地 電話番号 診療科目

あかいし台眼科 富谷市明石台六丁目 1－ 20
明石台ショッピングセンター内 (022)346-1719 眼科

かとう眼科医院 黒川郡大和町吉岡東二丁目 8－ 10 (022)347-1682 眼科

ハートクリニック 仙台市泉区泉中央１－７－１
地下鉄泉中央駅ビル２階 （022)371-8510 眼科

シオノ眼科医院 仙台市泉区泉中央３－ 25－ 19 （022)375-6691 眼科
菊地眼科医院 仙台市泉区泉中央４－ 17－６ （022)372-0404 眼科
桂眼科 仙台市泉区桂３－２－３ （022)771-7727 眼科
町田眼科医院 仙台市泉区将監２－ 12－３ （022)373-1616 眼科
山田孝彦眼科 仙台市泉区高森６－ 31－１ （022)377-8080 眼科

【歯科】
医療機関名 所在地 電話番号 診療科目

小松こども歯科 富谷市明石台二丁目 22番地 1 (022)220-1660 歯科、小児歯科、矯正歯科
明石台こども歯科大人歯科 富谷市明石台五丁目 34－ 18 (022)351-3550 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

おおえ歯科クリニック 富谷市明石台六丁目 1番地 20
明石台ショッピングセンター内 (022)776-8133 歯科、小児歯科、歯科口腔外科

アイビー歯科クリニック
明石台 富谷市明石台七丁目 1－ 22 (022)343-0108 歯科、矯正歯科、小児歯科

橘高第三歯科 富谷市あけの平二丁目 4番地 4 (022)358-5949 歯科、小児歯科

りりぶ歯科クリニック 富谷市大清水一丁目 33番地 1
イオンモール富谷 2F (022)348-8143 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

富谷ガーデン歯科 富谷市大清水二丁目 13番地 3 (022)343-6874 歯科、小児歯科
とくがわ矯正歯科クリニック 富谷市大清水二丁目 22番地 1 (022)346-0744 矯正歯科
青葉第二歯科 富谷市上桜木一丁目 46番地 3 (022)348-1085 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
内田歯科 富谷市太子堂一丁目 9番 21号 (022)358-2523 歯科
うちがさき歯科医院 富谷市富谷新町 70番地 (022)358-0222 歯科、矯正歯科、小児歯科
舘歯科医院 富谷市富谷西沢 108番地 7 (022)358-7101 歯科
たかはし歯科・矯正歯科
クリニック 富谷市成田四丁目 1番地 3 (022)348-3071 歯科、矯正歯科

さくらデンタルクリニック 富谷市成田四丁目 11番地 5 (022)351-6331 歯科、小児歯科、歯科口腔外科

さいとう歯科クリニック 富谷市成田四丁目 19番地 3
アスールコート 1F (022)341-8640 歯科、歯科口腔外科

榊原デンタルクリニック 富谷市成田七丁目 26番地 119 (022)725-6525 歯科、矯正歯科、小児歯科
しゅうファミリー歯科 富谷市日吉台一丁目 21－ 11 (022)341-8448 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
あかね歯科 富谷市日吉台二丁目 24－ 3 (022)358-1211 歯科、矯正歯科、小児歯科
えんどう歯科医院 富谷市日吉台二丁目 39番地 5 (022)358-9112 歯科、小児歯科、歯科口腔外科
ひより台歯科医院 富谷市ひより台二丁目 35番地 16 (022)358-7781 歯科
富谷市と近隣地域にある医療機関のリストです（令和４年４月１日現在宮城県病院名簿、宮城県診療所名簿（医科・歯科）掲載の医療機関を参考に、
掲載の可否等を確認し作成）。診療時間や休診日など詳細については各医療機関にお問い合わせください。掲載情報は変更になる場合があります。
※富谷市、大和町、泉中央駅周辺エリアの順で、五十音順になっています。
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市章
（昭和41年8月1日制定）

とみやの「と」と「円」を組み合わせて、図案化
したものです。「円」は市の和を、「と」は伸びゆ
く富谷を表現しています。市が大きく伸びやか
に発展することと、住む人々の心と心が一つに
なって安らぎのある住みよいふるさとをつくっ
ていこうという願いが込められています。

平成28年10月10日の「富谷市」誕生に伴い、これまで長く歌い継がれてきた「町民歌」から新しく作られた
「市民歌」へと、その役目をバトンタッチしました。市民歌の作詞・作曲を手がけたのはロックバンド
「MONKEY MAJIK（モンキーマジック）」のメンバーであり富谷市在住の菊池拓哉さんとメイナード プラ
ントさん。下記アドレスから視聴できますので、ぜひお聞きください。

https://www.youtube.com/watch?v=THHq0_B0sJo

公式キャラクター 
「ブルベリッ娘とブルピヨ」
富谷の特産「ブルーベリー」をモチーフとしたキ
ャラクターでブルーベリーの妖精。富谷とブル
ーベリーが大好きで、富谷のことをたくさん知っ
ています。「富谷のことを知り」「富谷のことを
伝える」ことで成長します。

市花／きく
（昭和53年4月1日制定）

市木／まつ
（昭和53年4月1日制定）

色とりどりに気高く薫る菊のように、豊かな文化
をまちづくりの中に沸き立たせてほしいとの願い
が込められています。

大地の想いをその枝に託して隆々と伸び続け
る松のように、この市を育てたいとの願いが込
められています。

富谷市市民歌富谷市市民歌

市章、市花、市木、キャラクター市章、市花、市木、キャラクター

富谷市市民歌
作詞／菊池拓哉　　作曲／メイナード プラント

こがねいろ

いにしえ とお みや

とわ

いのち

あす

黄金色に輝く大地
朝焼けに染まる七ツ森
季節の表情鮮やかに
生命豊かな理想郷

想い敬って
学び受け継いで
誇りを胸に自由な明日へ
やがて時は過ぎ
巡り巡っても
ともに手をとり
輪となれ  ああ富谷

生い茂る木々に囲まれた
古の神秘十の宮
悠久の歴史想い馳せ
古式ゆかしき我が故郷

想い敬って
学び受け継いで
誇りを胸に自由な明日へ
やがて時は過ぎ
巡り巡っても
ともに手をとり
輪となれ  ああ富谷

笑顔で行き交う人の波
隆盛極めた富谷宿
老いも若きも朗らかに
希望にあふれる我が故郷

想い敬って
学び受け継いで
誇りを胸に自由な明日へ
やがて時は過ぎ
巡り巡っても
ともに手をとり
輪となれ  ああ富谷
永遠に手をとり
輪となれ  ああ富谷

▲市民歌
   二次元
　バーコード
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市章
（昭和41年8月1日制定）

とみやの「と」と「円」を組み合わせて、図案化
したものです。「円」は市の和を、「と」は伸びゆ
く富谷を表現しています。市が大きく伸びやか
に発展することと、住む人々の心と心が一つに
なって安らぎのある住みよいふるさとをつくっ
ていこうという願いが込められています。

平成28年10月10日の「富谷市」誕生に伴い、これまで長く歌い継がれてきた「町民歌」から新しく作られた
「市民歌」へと、その役目をバトンタッチしました。市民歌の作詞・作曲を手がけたのはロックバンド
「MONKEY MAJIK（モンキーマジック）」のメンバーであり富谷市在住の菊池拓哉さんとメイナード プラ
ントさん。下記アドレスから視聴できますので、ぜひお聞きください。

https://www.youtube.com/watch?v=THHq0_B0sJo

公式キャラクター 
「ブルベリッ娘とブルピヨ」
富谷の特産「ブルーベリー」をモチーフとしたキ
ャラクターでブルーベリーの妖精。富谷とブル
ーベリーが大好きで、富谷のことをたくさん知っ
ています。「富谷のことを知り」「富谷のことを
伝える」ことで成長します。

市花／きく
（昭和53年4月1日制定）

市木／まつ
（昭和53年4月1日制定）

色とりどりに気高く薫る菊のように、豊かな文化
をまちづくりの中に沸き立たせてほしいとの願い
が込められています。

大地の想いをその枝に託して隆々と伸び続け
る松のように、この市を育てたいとの願いが込
められています。

富谷市市民歌富谷市市民歌

市章、市花、市木、キャラクター市章、市花、市木、キャラクター

富谷市市民歌
作詞／菊池拓哉　　作曲／メイナード プラント

こがねいろ

いにしえ とお みや

とわ

いのち

あす

黄金色に輝く大地
朝焼けに染まる七ツ森
季節の表情鮮やかに
生命豊かな理想郷

想い敬って
学び受け継いで
誇りを胸に自由な明日へ
やがて時は過ぎ
巡り巡っても
ともに手をとり
輪となれ  ああ富谷

生い茂る木々に囲まれた
古の神秘十の宮
悠久の歴史想い馳せ
古式ゆかしき我が故郷

想い敬って
学び受け継いで
誇りを胸に自由な明日へ
やがて時は過ぎ
巡り巡っても
ともに手をとり
輪となれ  ああ富谷

笑顔で行き交う人の波
隆盛極めた富谷宿
老いも若きも朗らかに
希望にあふれる我が故郷

想い敬って
学び受け継いで
誇りを胸に自由な明日へ
やがて時は過ぎ
巡り巡っても
ともに手をとり
輪となれ  ああ富谷
永遠に手をとり
輪となれ  ああ富谷

▲市民歌
   二次元
　バーコード



暮
ら
し
の
ガ
イ
ド
ブ
�
ク

富
谷
市

富谷市
「住みたくなるまち日本一」を目指して

～100年間ひとが増え続けるまち 村から町へ 町から市へ～
暮らしのガイドブック

と
み
や

〒981-3392
宮城県富谷市富谷坂松田30番地
Tel:022-358-3111（代表）

宮城県富谷市
富谷市暮らしのガイドブック

ホームページアドレス／https://www.tomiya-city.miyagi.jp/


